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規 則

�愛媛県規則第１３号
知事の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する規則を廃止する規則を次のように定める。

令和８年３月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

知事の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する規則を廃止する規則

知事の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する規則（平成１８年愛媛県規則第２９号）は、廃止する。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。

（知事の所管する条例等に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部改正）

２ 知事の所管する条例等に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則（平成１８年愛媛県規則第５８

号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（知事の所管する条例等に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部改正に伴う経過措

置）

３ 公益信託に関する法律（令和６年法律第３０号）附則第２条第２項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の公

益信託ニ関スル法律（大正１１年法律第６２号）第１条に規定する公益信託の受託者が事務所に備えなければならないこととされている書類

及び帳簿の電磁的記録による保存については、なお従前の例による。

改 正 後 改 正 前

別表第１（第３条、第４条関係） 別表第１（第３条、第４条関係）

１～４ 省略 １～４ 省略

５ 知事の所管に属す

る公益信託に係る許

可及び監督に関する

規則（平成１８年愛媛

県規則第２９号）

第２７条第１号、第２号（委託者又は

その相続人、受託者、信託管理人及

び運営委員会等の構成員の名簿並び

に定款又は寄附行為に限る。）、第

５号（収入及び支出に関する帳簿に

限る。）及び第６号

○ 道路の区域変更（一般国道３７８号） ………………………………………………………………………………………………（南予地方局西予土木事務所）…１９３

訓 令

○ 愛媛県研修所規程の一部を改正する訓令…………………………………………………………………………………………（人事課人材マネジメント室）…１９５

教育委員会規則

○ 愛媛県教育委員会事務局組織規則の一部を改正する等の規則……………………………………………………………………………………（教育総務課）…１９５

○ 指導力不足等教員の取扱いに関する規則の一部を改正する規則…………………………………………………………………………………（義務教育課）…１９６

○ 愛媛県県立学校教職員設置規則の一部を改正する規則……………………………………………………………………………………………（高校教育課）…１９７

人事委員会規則

○ 職員の給与の支給等に関する規則の一部を改正する規則…………………………………………………………………………………（人事委員会事務局）…１９８

○ 給料表の適用範囲に関する規則の一部を改正する規則……………………………………………………………………………………（ 〃 ）…１９８

○ 職員の通勤手当の支給等に関する規則の一部を改正する規則……………………………………………………………………………（ 〃 ）…１９９

県議会告示

○ 愛媛県議会会議規則の一部改正………………………………………………………………………………………………………………………（議会事務局）…２０６

○ 愛媛県議会の保有する個人情報の保護に関する条例施行規程の一部改正………………………………………………………………………（ 〃 ）…２０６

公営企業管理規程

○ 愛媛県立病院料金規程の一部を改正する管理規程………………………………………………………………………………（公営企業管理局県立病院課）…２０７
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�愛媛県規則第１４号
愛媛県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則を次のように定める。

令和８年３月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

愛媛県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部を改正する条例（令和８年愛媛県条例第７号）の施行期日は、令和

８年４月１日とする。

�愛媛県規則第１５号
クリーニング業法施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和８年３月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

クリーニング業法施行細則の一部を改正する規則

クリーニング業法施行細則（昭和３１年愛媛県規則第５８号）の一部を次のように改正する。

第５号様式から第８号様式までを次のように改める。
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第５号様式（第９条関係） クリーニング師試験受験願書
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第６号様式（第９条関係） クリーニング師免許申請書
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第７号様式（第９条関係） クリーニング師免許証再交付申請書
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第８号様式（第９条関係） クリーニング師免許証訂正申請書
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附 則

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。

２ この規則施行の際現にあるこの規則による改正前のクリーニング業法施行細則第６号様式から第８号様式までの規定による申請書は、

それぞれ改正後のクリーニング業法施行細則第６号様式から第８号様式までの規定による申請書とみなす。

�愛媛県規則第１６号
児童福祉法施行細則及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一部を改正する規則を次のように定め

る。

令和８年３月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

児童福祉法施行細則及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一部を改正する規則

（児童福祉法施行細則の一部改正）

第１条 児童福祉法施行細則（昭和３５年愛媛県規則第２９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

第１１条 削除

第１１条の３から第１２条まで 削除

様式第１５号を次のように改める。

様式第１５号 削除

様式第１５号の３及び様式第１５号の４を削り、様式第１６号を次のように改める。

様式第１６号 削除

（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一部改正）

第２条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則（平成１８年愛媛県規則第３１号）の一部を次のように改正す

る。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（指定障害児通所支援事業者指定申請書等）

第１１条 施行規則第１８条の２７第１項、第２項、第４項（施行規則第

１８条の２９第４項において準用する場合を含む。）及び第５項（施

行規則第１８条の２９第４項において準用する場合を含む。）、第１８

条の２８第１項及び第２項、第１８条の２９第１項及び第２項、第１８条

の２９の２第１項及び第２項、第１８条の３０第１項及び第２項並びに

第２５条の２１第１項及び第２項に規定する申請書は、指定障害児通

所支援事業者（指定障害児入所施設）指定（更新）申請書（様式

第１５号）によるものとする。

（指定障害児通所支援事業者指定変更申請書）

第１１条の３ 法第２１条の５の２０第１項の規定による指定の変更の申

請は、指定障害児通所支援事業者指定変更申請書（様式第１５号の

３）によるものとする。

（指定障害児入所施設指定変更申請書）

第１１条の４ 法第２４条の１３第１項の規定による指定の変更の申請

は、指定障害児入所施設指定変更申請書（様式第１５号の４）によ

るものとする。

（指定障害児通所支援事業者変更届出書等）

第１２条 法第２１条の５の２０第３項及び第２４条の１３第３項の規定によ

る変更の届出は、指定障害児通所支援事業者（指定障害児入所施

設）変更届出書（様式第１６号）によるものとする。

改 正 後 改 正 前

改 正 後 改 正 前

（書類の様式）

第２条 次の表の左欄に掲げる書類の様式は、同表の右欄に掲げる

とおりとする。

（書類の様式）

第２条 次の表の左欄に掲げる書類の様式は、同表の右欄に掲げる

とおりとする。

項 左 欄 右 欄 項 左 欄 右 欄

１ 省略 １ 省略
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２ 省令第３４条の７第１項及び第３項、

第３４条の８第１項及び第２項、第３４

条の９第１項及び第２項、第３４条の

１１第１項及び第２項、第３４条の１２第

１項及び第２項、第３４条の１４第１項

及び第２項、第３４条の１５第１項及び

第２項、第３４条の１５の２第１項及び

第２項、第３４条の１６第１項及び第２

項、第３４条の１７第１項及び第２項、

第３４条の１８第１項及び第２項、第３４

条の１８の２第１項及び第２項、第３４

条の１８の３第１項及び第２項、第３４

条の１９第１項及び第２項、第３４条の

２４第１項及び第２項並びに第３４条の

５７第１項及び第２項の申請書

指定障害福祉

サービス事業

者（指定障害

者支援施設・

指定一般相談

支援事業者）

指定（更新）

申請書（様式

第２号）

３ 省令第３４条の２２の申請書 指定障害福祉

サービス事業

者指定変更申

請書（様式第

３号）

４ 省令第３４条の２５の申請書 指定障害者支

援施設指定変

更申請書（様

式第４号）

２ 省略 ４の２ 省略

３ 省略 ５ 省略

４ 省略 ６ 省略

５ 省略 ７ 省略

６ 省略 ８ 省略

７ 省略 ９ 省略

８ 省略 １０ 省略

（手続の方法）

第３条 次の表の左欄に掲げる手続は、同表の右欄に掲げる書類を

提出することによって行うものとする。

（手続の方法）

第３条 次の表の左欄に掲げる手続は、同表の右欄に掲げる書類を

提出することによって行うものとする。

１ 法第４６条第１項及び第３項並びに第

５１条の２５第１項の規定による変更の

届出

指定障害福祉

サービス事業

者（指定障害

者支援施設・

指定一般相談

支援事業者）

変 更 届 出 書

（ 様 式 第１１

号）

１ 省略 ２ 省略

２ 省略 ３ 省略

３ 省略 ４ 省略

４ 省略 ５ 省略

５ 省略 ６ 省略

６ 省略 ７ 省略
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様式第２号から様式第４号までを次のように改める。

様式第２号から様式第４号まで 削除

様式第１１号を次のように改める。

様式第１１号 削除

附 則

この規則は、令和８年４月１日から施行する。ただし、第２条中障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

第３条の表１２の項及び１３の項並びに第９条の改正規定は公布の日から施行する。

�愛媛県規則第１７号
愛媛県老人福祉法施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和８年３月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県老人福祉法施行細則の一部を改正する規則

愛媛県老人福祉法施行細則（昭和３８年愛媛県規則第７１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

目次

第１章 総則（第１条―第３条）

第２章 削除

第３章 事業及び施設（第１３条―第２４条）

第４章 削除

第５章 雑則（第２９条）

附則

第１章 総則

第３条 削除

第２章 削除

第４条から第１２条まで 削除

第３章 事業及び施設

（老人居宅生活支援事業開始届出書）

第１３条 法第１４条の規定による届出は、老人居宅生活支援事業開始

届出書（様式第２３号）を提出することによつて行わなければなら

ない。

（老人居宅生活支援事業変更届出書）

第１３条の２ 法第１４条の２の規定による届出は、老人居宅生活支援

事業変更届出書（様式第２３号の２）を提出することによつて行わ

なければならない。

７ 省略 ８ 省略

８ 省略 ９ 省略

９ 省略 １０ 省略

１０ 省略 １１ 省略

１１ 政令第４９条第１項 の規定による

休止又は廃止の届出

省略 １２ 政令第４３条の７第１項の規定による

休止又は廃止の届出

省略

１２ 政令第４９条第２項 の規定による

報告

省略 １３ 政令第４３条の７第２項の規定による

報告

省略

１３ 省略 １４ 省略

（愛媛県障害者介護給付費等不服審査会の合議体）

第９条 愛媛県障害者介護給付費等不服審査会（以下「審査会」と

いう。）の合議体（政令第５８条第１項に規定する合議体をい

う。）を構成する委員の定数は、５人とする。

（愛媛県障害者介護給付費等不服審査会の合議体）

第９条 愛媛県障害者介護給付費等不服審査会（以下「審査会」と

いう。）の合議体（政令第４８条第１項に規定する合議体をい

う。）を構成する委員の定数は、５人とする。

改 正 後 改 正 前
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（老人ホーム事業開始届出書）

第３条 法第１５条第３項の規定による届出に係る施設及び同条第４

項の規定による認可を受けた施設の長は、その事業を開始したと

きは、老人ホーム事業開始届出書（様式第１号）により、その旨

を速やかに地方局長に届け出なければならない。

（改善命令による措置結果報告書）

第４条 市町、社会福祉法人その他の者は、法第１９条第１項の規定

により、施設の設備又は運営の改善を命ぜられたときは、これに

基づいてとつた措置について、措置結果報告書（様式第２号）

を、その処分を受けた日から３０日以内に知事（特別養護老人ホー

ム（２以上の社会福祉施設を設置する者（市町を除く。）に係る

ものを除く。）を設置する者にあつては、地方局長）に報告しな

ければならない。

（軽費老人ホーム設置届出書等）

第５条 社会福祉法第６２条第１項の規定による軽費老人ホームの設

置経営の届出は、軽費老人ホーム設置届出書（様式第３号）を提

出することによつて行わなければならない。

（老人居宅生活支援事業廃止（休止）届出書）

第１３条の３ 法第１４条の３の規定による届出は、老人居宅生活支援

事業廃止（休止）届出書（様式第２３号の３）を提出することによ

つて行わなければならない。

（老人デイサービスセンター等設置届出書）

第１３条の４ 法第１５条第２項の規定による届出は、老人デイサービ

スセンター等設置届出書（様式第２３号の４）を提出することによ

つて行わなければならない。

（老人デイサービスセンター等変更届出書）

第１３条の５ 法第１５条の２第１項の規定による届出は、老人デイサ

ービスセンター等変更届出書（様式第２３号の５）を提出すること

によつて行わなければならない。

（老人デイサービスセンター等廃止（休止）届出書）

第１３条の６ 法第１６条第１項の規定による届出は、老人デイサービ

スセンター等廃止（休止）届出書（様式第２３号の６）を提出する

ことによつて行わなければならない。

（老人ホーム設置届出書）

第１３条の７ 法第１５条第３項の規定による届出は、老人ホーム設置

届出書（様式第２３号の７）を提出することによつて行わなければ

ならない。

（老人ホーム設置認可申請書）

第１４条 老人福祉法施行規則（昭和３８年厚生省令第２８号。以下「施

行規則」という。）第３条第１項に規定する申請書は、老人ホー

ム設置認可申請書（様式第２４号）によらなければならない。

（老人ホーム事業開始届出書）

第１５条 法第１５条第３項の規定による届出に係る施設及び同条第４

項の規定による認可を受けた施設の長は、その事業を開始したと

きは、老人ホーム事業開始届出書（様式第２５号）により、その旨

を速やかに地方局長に届け出なければならない。

（老人ホーム変更届出書）

第１６条 法第１５条の２第２項の規定による届出は、老人ホーム変更

届出書（様式第２６号）を提出することによつて行わなければなら

ない。

（老人ホーム廃止等届出書）

第１６条の２ 法第１６条第２項の規定による届出は、老人ホーム廃止

等届出書（様式第２７号）を提出することによつて行わなければな

らない。

（老人ホーム廃止等認可申請書）

第１７条 施行規則第５条に規定する申請書は、老人ホーム廃止等認

可申請書（様式第２８号）によらなければならない。

（改善命令による措置結果報告書）

第１８条 市町、社会福祉法人その他の者は、法第１９条第１項の規定

により、施設の設備又は運営の改善を命ぜられたときは、これに

基づいてとつた措置について、措置結果報告書（様式第２９号）

を、その処分を受けた日から３０日以内に知事（特別養護老人ホー

ム（２以上の社会福祉施設を設置する者（市町を除く。）に係る

ものを除く。）を設置する者にあつては、地方局長）に報告しな

ければならない。

第１９条 削除

（軽費老人ホーム設置届出書等）

第２０条 社会福祉法第６２条第１項の規定による軽費老人ホームの設

置経営の届出は、軽費老人ホーム設置届出書（様式第３１号）を提

出することによつて行わなければならない。
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２ 社会福祉法第６２条第２項の規定による軽費老人ホームの設置経

営の許可の申請は、軽費老人ホーム設置許可申請書（様式第４

号）を提出することによつて行なわなければならない。

（軽費老人ホーム事業変更届出書等）

第６条 社会福祉法第６３条第１項の規定による軽費老人ホームに係

る変更の届出は、軽費老人ホーム事業変更届出書（様式第５号）

を提出することによつて行わなければならない。

２ 社会福祉法第６３条第２項の規定による軽費老人ホームに係る変

更の許可の申請は、軽費老人ホーム事業変更許可申請書（様式第

６号）を提出することによつて行なわなければならない。

（軽費老人ホーム廃止届出書）

第７条 社会福祉法第６４条の規定による軽費老人ホームの廃止の届

出は、軽費老人ホーム廃止届出書（様式第７号）を提出すること

によつて行わなければならない。

（老人福祉センター事業開始届書等）

第８条 社会福祉法第６９条第１項の規定による老人福祉センターの

設置の届出は、老人福祉センター事業開始届書（様式第８号）を

提出することによつて行なわなければならない。

２ 社会福祉法第６９条第２項の規定による老人福祉センターに係る

変更又は廃止の届出は、老人福祉センター事業変更届書（様式第

９号）又は老人福祉センター廃止届書（様式第１０号）を提出する

ことによつて行なわなければならない。

（準用）

第９条 第４条の規定は、市町、社会福祉法人その他の者が、社会

福祉法第７１条の規定によつて必要な措置をとるべき旨を命ぜられ

た場合に準用する。

２ 社会福祉法第６２条第２項の規定による軽費老人ホームの設置経

営の許可の申請は、軽費老人ホーム設置許可申請書（様式第３２

号）を提出することによつて行なわなければならない。

（軽費老人ホーム事業変更届出書等）

第２１条 社会福祉法第６３条第１項の規定による軽費老人ホームに係

る変更の届出は、軽費老人ホーム事業変更届出書（様式第３３号）

を提出することによつて行わなければならない。

２ 社会福祉法第６３条第２項の規定による軽費老人ホームに係る変

更の許可の申請は、軽費老人ホーム事業変更許可申請書（様式第

３４号）を提出することによつて行なわなければならない。

（軽費老人ホーム廃止届出書）

第２２条 社会福祉法第６４条の規定による軽費老人ホームの廃止の届

出は、軽費老人ホーム廃止届出書（様式第３５号）を提出すること

によつて行わなければならない。

（老人福祉センター事業開始届書等）

第２３条 社会福祉法第６９条第１項の規定による老人福祉センターの

設置の届出は、老人福祉センター事業開始届書（様式第３６号）を

提出することによつて行なわなければならない。

２ 社会福祉法第６９条第２項の規定による老人福祉センターに係る

変更又は廃止の届出は、老人福祉センター事業変更届書（様式第

３７号）又は老人福祉センター廃止届書（様式第３８号）を提出する

ことによつて行なわなければならない。

（準用）

第２４条 第１８条の規定は、市町、社会福祉法人その他の者が、社会

福祉法第７１条の規定によつて必要な措置をとるべき旨を命ぜられ

た場合に準用する。

第４章 削除

第２５条から第２８条まで 削除

第５章 雑則

（有料老人ホーム設置届出書等）

第２９条 法第２９条第１項による届出は、有料老人ホーム設置届出書

（様式第４３号）を提出することによつて行わなければならない。

２ 法第２９条第２項の規定による届出は、有料老人ホーム事業変更

届出書（様式第４４号）を提出することによつて行わなければなら

ない。

３ 法第２９条第３項の規定による届出は、有料老人ホーム廃止（休

止）届出書（様式第４５号）を提出することによつて行わなければ

ならない。

様式第１号から様式第２４号までを削る。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

様式第２６号から様式第２８号までを削る。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

様式第１号（第３条関係） 省略 様式第２５号（第１５条関係） 省略

改 正 後 改 正 前

様式第２号（第４条関係） 省略

様式第３号（第５条関係） 省略

様式第４号（第５条関係） 省略

様式第２９号（第１８条関係） 省略

様式第３０号 削除

様式第３１号（第２０条関係） 省略

様式第３２号（第２０条関係） 省略
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様式第３８号の３から様式第４５号までを削る。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県規則第１８号
愛媛県高齢者大学校規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和８年３月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県高齢者大学校規則の一部を改正する規則

愛媛県高齢者大学校規則（昭和５９年愛媛県規則第５２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

様式第２号を次のように改める。

改 正 後 改 正 前

えひめシルバー大学校規則

（大学校の開設）

第１条 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第１３条第１項に規定

する老人健康保持事業

として、えひめシルバー大学校（以下「大学校」とい

う。）を開設する。

（受講資格）

第３条 大学校において受講することができる者は、県内に居住す

る健康な６０歳以上の者とする。

様式第１号（第４条関係） えひめシルバー大学校受講願書

愛媛県高齢者大学校規則

（大学校の開設）

第１条 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第１３条第１項に規定

する老人の心身の健康の保持に資するための教養講座、レクリエ

ーションその他広く老人が自主的かつ積極的に参加することがで

きる事業として、愛媛県高齢者大学校 （以下「大学校」とい

う。）を開設する。

（受講資格）

第３条 大学校において受講することができる者は、県内に居住す

る健康な老人 とする。

様式第１号（第４条関係） 受講願書

えひめシルバー大学校受講願書

省略

受 講 願 書

省略

省略 省略

希望する専門課程
希望する専門課程

過去の受講願書の提出状況

様式第５号（第６条関係） 省略

様式第６号（第６条関係） 省略

様式第７号（第７条関係） 省略

様式第８号（第８条関係） 省略

様式第９号（第８条関係） 省略

様式第１０号（第８条関係） 省略

様式第３３号（第２１条関係） 省略

様式第３４号（第２１条関係） 省略

様式第３５号（第２２条関係） 省略

様式第３６号（第２３条関係） 省略

様式第３７号（第２３条関係） 省略

様式第３８号（第２３条関係） 省略
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様式第２号（第７条関係） 修了証書
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附 則

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。

２ この規則施行の際現に提出され、又は交付している改正前の愛媛県高齢者大学校規則様式第１号及び様式第２号の規定による書類は、

それぞれ改正後の愛媛県高齢者大学校規則様式第１号及び様式第２号の規定による書類とみなす。

�愛媛県規則第１９号
愛媛県産業技術研究所の使用料及び手数料に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和８年３月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県産業技術研究所の使用料及び手数料に関する規則の一部を改正する規則

愛媛県産業技術研究所の使用料及び手数料に関する規則（昭和３０年愛媛県規則第４２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

愛媛県産業技術研究所の使用料及び手数料条例（昭和３０年愛媛県

条例第２６号。以下「条例」という。）第３条の規定に基づき、愛媛

県産業技術研究所の使用料及び手数料の額を次のとおり定める。

使 用 料

愛媛県産業技術研究所の使用料及び手数料条例（昭和３０年愛媛県

条例第２６号。以下「条例」という。）第３条の規定に基づき、愛媛

県産業技術研究所の使用料及び手数料の額を次のとおり定める。

使 用 料

区分 種別 細 別 単位 金額 備考 区分 種別 細 別 単位 金額 備考

技術

開発

関係

機械

金属

用機

器

１～７ 省略 技術

開発

関係

機械

金属

用機

器

１～７ 省略

８ 交流アーク溶接機 １時間 ９９０円

８ 省略 ９ 省略

９ 省略 １０ 省略

１０ 省略 １１ 省略

１１ 省略 １２ 省略

１２ 省略 １３ 省略

１３ 省略 １４ 省略

１４ 省略 １５ 省略

１５ 省略 １６ 省略

１６ 省略 １７ 省略

１７ 省略 １８ 省略

１８ 省略 １９ 省略

１９ 省略 ２０ 省略

２０ 省略 ２１ 省略

２１ 省略 ２２ 省略

２２ 省略 ２３ 省略

２３ 省略 ２４ 省略

２４ 省略 ２５ 省略

２５ 電動デジタルロッ

クウェル硬度計

１時間 ４４０円 ２６ 電動デジタルロッ

クウエル硬度計

１時間 ５５０円

２６ 省略 ２７ 省略

２７ 省略 ２８ 省略

２８ 省略 ２９ 省略

２９ 省略 ３０ 省略

３０ 省略 ３１ 省略

３１ 省略 ３２ 省略

３２ 省略 ３３ 省略
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３３ 省略 ３４ 省略

３４ 省略 ３５ 省略

３５ 省略 ３６ 省略

３６ 省略 ３７ 省略

３７ 省略 ３８ 省略

電子

用機

器

１～１６ 省略 電子

用機

器

１～１６ 省略

１７ 周波数特性分析器 １時間 ６６０円

１７ 省略 １８ 省略

１８ 省略 １９ 省略

１９ 省略 ２０ 省略

２０ 省略 ２１ 省略

２１ 省略 ２２ 省略

２２ 省略 ２３ 省略

２３ 省略 ２４ 省略

２４ 省略 ２５ 省略

２５ 省略 ２６ 省略

２６ 省略 ２７ 省略

２７ 省略 ２８ 省略

２８ 省略 ２９ 省略

２９ 省略 ３０ 省略

３０ 省略 ３１ 省略

３１ 省略 ３２ 省略

化学

用機

器

化学

用機

器

１ 粒度分布測定装置 １時間 ７７０円

１ 省略 ２ 省略

２ 省略 ３ 省略

３ 省略 ４ 省略

４ 省略 ５ 省略

５ 省略 ６ 省略

６ 省略 ７ 省略

７ 省略 ８ 省略

８ 省略 ９ 省略

９ 省略 １０ 省略

１０ 省略 １１ 省略

１１ 省略 １２ 省略

１２ 省略 １３ 省略

１３ 省略 １４ 省略

１５ 万能材料試験機 １時間 ５５０円

１４ 省略 １６ 省略

１５ 省略 １７ 省略

１６ 省略 １８ 省略

１７ 省略 １９ 省略

１８ 省略 ２０ 省略

１９ 省略 ２１ 省略

２０ 省略 ２２ 省略
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附 則

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。

２ 改正後の愛媛県産業技術研究所の使用料及び手数料に関する規則本則使用料の表の規定は、この規則の施行の日以後に徴収する使用料

について適用し、同日前に徴収した使用料については、なお従前の例による。

�愛媛県規則第２０号
愛媛県土地改良法施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和８年３月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県土地改良法施行細則の一部を改正する規則

第１条 愛媛県土地改良法施行細則（昭和４０年愛媛県規則第４５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

第１０条 省略

（情報通信環境整備事業の認可申請）

第１１条 法第５７条の９第１項の規定により情報通信環境整備事業の

認可を受けようとするときは、情報通信環境整備事業施行認可申

請書（様式第１１号）を知事に提出しなければならない。

２ 法第５７条の１０の規定による情報通信環境整備事業の計画の変更

については、前項の規定を準用する。

（連携管理保全事業の認可申請）

第１０条 省略

２１ 省略 ２３ 省略

２２ 省略 ２４ 省略

２３ 省略 ２５ 省略

２４ 省略 ２６ 省略

２５ 省略 ２７ 省略

２６ 省略 ２８ 省略

２７ 省略 ２９ 省略

２８ 省略 ３０ 省略

２９ 省略 ３１ 省略

３０ 省略 ３２ 省略

３１ 省略 ３３ 省略

３２ 省略 ３４ 省略

３３ 省略 ３５ 省略

３４ 省略 ３６ 省略

３５ 省略 ３７ 省略

３６ 省略 ３８ 省略

３７ 省略 ３９ 省略

食品

産業

関係

食品

加工

用機

器

１～１９ 省略 食品

産業

関係

食品

加工

用機

器

１～１９ 省略

２０ 食品物性試験機 省略 ２０ レオ・メーター 省略

２１～７２ 省略 ２１～７２ 省略

７３ 吸光マイクロプレ

ートリーダー

１時間 ５５０円

省略 省略

注 省略

手 数 料 省略

注 省略

手 数 料 省略

改 正 後 改 正 前
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第１２条 法第５７条の１１第１項の規定により連携管理保全事業の認可

を受けようとするときは、連携管理保全事業施行認可申請書（様

式第１２号）を知事に提出しなければならない。

２ 法第５７条の１３の規定による連携管理保全計画の変更について

は、前項の規定を準用する。

（応急工事計画の認可申請）

第１３条 法第４９条第１項の規定により応急工事計画の認可を受けよ

うとするときは、応急工事計画認可申請書（様式第１３号）を知事

に提出しなければならない。

（換地計画の認可申請）

第１４条 法第５２条第１項（法第９６条及び第９６条の４第１項において

準用する場合を含む。）の規定により換地計画の認可を受けよう

とするときは、換地計画認可申請書（様式第１４号）を知事に提出

しなければならない。

（換地計画変更の認可申請）

第１５条 法第５３条の４第１項（法第９６条及び第９６条の４第１項にお

いて準用する場合を含む。）の規定により換地計画変更の認可を

受けようとするときは、換地計画変更認可申請書（様式第１５号）

を知事に提出しなければならない。

（管理規程の認可申請）

第１６条 法第５７条の２第１項（法第９６条において準用する場合を含

む。）の規定により管理規程の認可を受けようとするときは、土

地改良施設管理規程設定認可申請書（様式第１６号）を知事に提出

しなければならない。

２ 法第５７条の２第３項（法第９６条において準用する場合を含

む。）の規定により管理規程の変更又は廃止の認可を受けようと

するときは、土地改良施設管理規程変更（廃止）認可申請書（様

式第１７号）を知事に提出しなければならない。

（解散の認可申請）

第１７条 法第６７条第２項の規定により土地改良区解散の認可を受け

ようとするときは、土地改良区解散認可申請書（様式第１８号）を

知事に提出しなければならない。

（財産処分の方法の認可申請）

第１８条 法第７１条の７の規定により読み替えて適用される法第６９条

第１項の規定により財産処分の方法の認可を受けようとするとき

は、財産処分方法認可申請書（様式第１９号）を知事に提出しなけ

ればならない。

（決算報告の認可申請）

第１９条 法第７１条の７の規定により読み替えて適用される法第７１条

の規定により決算報告の認可を受けようとするときは、決算報告

認可申請書（様式第２０号）を知事に提出しなければならない。

（合併の認可申請）

第２０条 法第７２条第２項の規定により土地改良区合併の認可を受け

ようとするときは、土地改良区合併認可申請書（様式第２１号）を

知事に提出しなければならない。

（一般社団法人への組織変更の認可申請）

第２１条 法第７６条の５第１項の規定により一般社団法人への組織変

更の認可を受けようとするときは、一般社団法人への組織変更認

可申請書（様式第２２号）を知事に提出しなければならない。

（認可地縁団体への組織変更の認可申請）

第２２条 法第７６条の１３第１項の規定により認可地縁団体への組織変

更の認可を受けようとするときは、認可地縁団体への組織変更認

可申請書（様式第２３号）を知事に提出しなければならない。

（応急工事計画の認可申請）

第１１条 法第４９条 の規定により応急工事計画の認可を受けよ

うとするときは、応急工事計画認可申請書（様式第１１号）を知事

に提出しなければならない。

（換地計画の認可申請）

第１２条 法第５２条第１項（法第９６条及び第９６条の４第１項において

準用する場合を含む。）の規定により換地計画の認可を受けよう

とするときは、換地計画認可申請書（様式第１２号）を知事に提出

しなければならない。

（換地計画変更の認可申請）

第１３条 法第５３条の４第１項（法第９６条及び第９６条の４第１項にお

いて準用する場合を含む。）の規定により換地計画変更の認可を

受けようとするときは、換地計画変更認可申請書（様式第１３号）

を知事に提出しなければならない。

（管理規程の認可申請）

第１４条 法第５７条の２第１項（法第９６条において準用する場合を含

む。）の規定により管理規程の認可を受けようとするときは、土

地改良施設管理規程設定認可申請書（様式第１４号）を知事に提出

しなければならない。

２ 法第５７条の２第３項（法第９６条において準用する場合を含

む。）の規定により管理規程の変更又は廃止の認可を受けようと

するときは、土地改良施設管理規程変更（廃止）認可申請書（様

式第１５号）を知事に提出しなければならない。

（解散の認可申請）

第１５条 法第６７条第２項の規定により土地改良区解散の認可を受け

ようとするときは、土地改良区解散認可申請書（様式第１６号）を

知事に提出しなければならない。

（合併の認可申請）

第１６条 法第７２条第２項の規定により土地改良区合併の認可を受け

ようとするときは、土地改良区合併認可申請書（様式第１７号）を

知事に提出しなければならない。

（一般社団法人への組織変更の認可申請）

第１７条 法第７６条の５第１項の規定により一般社団法人への組織変

更の認可を受けようとするときは、一般社団法人への組織変更認

可申請書（様式第１８号）を知事に提出しなければならない。

（認可地縁団体への組織変更の認可申請）

第１８条 法第７６条の１３第１項の規定により認可地縁団体への組織変

更の認可を受けようとするときは、認可地縁団体への組織変更認

可申請書（様式第１９号）を知事に提出しなければならない。
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（土地改良区連合の設立認可申請）

第２３条 法第７７条第２項の規定により土地改良区連合設立の認可を

受けようとするときは、土地改良区連合設立認可申請書（様式第

２４号）を知事に提出しなければならない。

（土地改良区連合の解散認可申請）

第２４条 法第８３条の２第２項の規定により土地改良区連合の解散の

認可を受けようとするときは、土地改良区連合解散認可申請書

（様式第２５号）を知事に提出しなければならない。

（土地改良区連合の権利義務承継認可申請）

第２５条 法第８３条の２第３項の規定により土地改良区連合の権利義

務の承継の認可を受けようとするときは、土地改良区連合権利義

務承継認可申請書（様式第２６号）を知事に提出しなければならな

い。

（交換分合計画の認可申請）

第２６条 法第９８条第８項、第９９条第１項、第１００条第１項及び第１００

条の２第１項の規定により交換分合計画の認可を受けようとする

ときは、交換分合計画認可申請書（様式第２７号）を知事に提出し

なければならない。

第２７条 省略

第２８条 省略

（土地改良区連合への準用）

第２９条 土地改良区連合については、この規則に定めるもののほ

か、第５条、第２０条から第２２条まで及び第２５条を除き、土地改良

区に関する規定を準用する。

様式第１３号（第１３条関係） 省略

様式第１４号（第１４条関係） 省略

様式第１５号（第１５条関係） 省略

様式第１６号（第１６条関係） 省略

様式第１７号（第１６条関係） 省略

様式第１８号（第１７条関係） 省略

様式第２１号（第２０条関係）

省略

９ 事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録（資

産評価をすべき土地改良施設の管理を行わない土地改良区

の場合にあつては、事業報告書、収支決算書及び財産目

録）

省略

注 省略

様式第２２号（第２１条関係） 省略

様式第２３号（第２２条関係） 省略

様式第２４号（第２３条関係） 省略

様式第２７号（第２６条関係） 省略

第２条 愛媛県土地改良法施行細則の一部を次のように改正する。

様式第１０号の次に次の２様式を加える。

（土地改良区連合の設立認可申請）

第１９条 法第７７条第２項の規定により土地改良区連合設立の認可を

受けようとするときは、土地改良区連合設立認可申請書（様式第

２０号）を知事に提出しなければならない。

（交換分合計画の認可申請）

第２０条 法第９８条第８項、第９９条第１項、第１００条第１項及び第１００

条の２第１項の規定により交換分合計画の認可を受けようとする

ときは、交換分合計画認可申請書（様式第２１号）を知事に提出し

なければならない。

第２１条 省略

第２２条 省略

（土地改良区連合への準用）

第２３条 土地改良区連合については、この規則に定めるもののほ

か、第５条及び第１６条から第１８条まで を除き、土地改良

区に関する規定を準用する。

様式第１１号（第１１条関係） 省略

様式第１２号（第１２条関係） 省略

様式第１３号（第１３条関係） 省略

様式第１４号（第１４条関係） 省略

様式第１５号（第１４条関係） 省略

様式第１６号（第１５条関係） 省略

様式第１７号（第１６条関係）

省略

９ 事業報告書 、収支決算書及び財産目録

省略

注 省略

様式第１８号（第１７条関係） 省略

様式第１９号（第１８条関係） 省略

様式第２０号（第１９条関係） 省略

様式第２１号（第２０条関係） 省略



愛 媛 県 報令和８年３月３１日 第６９８号

１６５

様式第１１号（第１１条関係） 情報通信環境整備事業施行認可申請書



愛 媛 県 報令和８年３月３１日 第６９８号

１６６

様式第１２号（第１２条関係） 連携管理保全事業施行認可申請書



愛 媛 県 報令和８年３月３１日 第６９８号

１６７

様式第１３号を次のように改める。



愛 媛 県 報令和８年３月３１日 第６９８号

１６８

様式第１３号（第１３条関係） 応急工事計画認可申請書



愛 媛 県 報令和８年３月３１日 第６９８号

１６９

様式第１８号の次に次の２様式を加える。



愛 媛 県 報令和８年３月３１日 第６９８号

１７０

様式第１９号（第１８条関係） 財産処分方法認可申請書



愛 媛 県 報令和８年３月３１日 第６９８号

１７１

様式第２０号（第１９条関係） 決算報告認可申請書



愛 媛 県 報令和８年３月３１日 第６９８号

１７２

様式第２４号の次に次の２様式を加える。



愛 媛 県 報令和８年３月３１日 第６９８号

１７３

様式第２５号（第２４条関係） 土地改良区連合解散認可申請書



愛 媛 県 報令和８年３月３１日 第６９８号

１７４

様式第２６号（第２５条関係） 土地改良区連合権利義務承継認可申請書



愛 媛 県 報令和８年３月３１日 第６９８号

１７５

��������������

附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ この規則施行の際現に提出されている改正前の愛媛県土地改良法施行細則様式第１１号及び様式第１７号の規定による申請書は、改正後の

愛媛県土地改良法施行細則様式第１３号及び様式第２１号の規定による申請書とみなす。

�愛媛県規則第２１号
愛媛県特定水産資源の漁獲量等の報告に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和８年３月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県特定水産資源の漁獲量等の報告に関する規則の一部を改正する規則

愛媛県特定水産資源の漁獲量等の報告に関する規則（令和２年愛媛県規則第５９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

様式第１号（その１）の次に次のように加える。

改 正 後 改 正 前

（趣旨）

第１条 この規則は、漁業法（昭和２４年法律第２６７号。以下「法」

という。）第２６条第１項及び第２項並びに第３０条第１項及び第２

項の規定に基づき、特定水産資源（法第１１条第２項第３号に規定

する特定水産資源をいう。以下同じ。）の漁獲量等の報告に関し

必要な事項を定めるものとする。

（漁獲量等の報告の方法）

第２条 法第２６条第１項及び第２項並びに第３０条第１項及び第２項

の規定による報告は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当

該各号に定める書類を提出して行うものとする。

�～� 省略

様式第１号（第２条関係） 漁獲量等報告書（漁獲割当管理区分）

様式第１号（その１） 特別管理特定水産資源以外の場合

（趣旨）

第１条 この規則は、漁業法（昭和２４年法律第２６７号。以下「法」

という。）第２６条第１項及び 第３０条第１項

の規定に基づき、特定水産資源（法第１１条第２項第３号に規定

する特定水産資源をいう。以下同じ。）の漁獲量等の報告に関し

必要な事項を定めるものとする。

（漁獲量等の報告の方法）

第２条 法第２６条第１項及び 第３０条第１項

の規定による報告は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当

該各号に定める書類を提出して行うものとする。

�～� 省略

様式第１号（第２条関係） 漁獲量等報告書（漁獲割当管理区分）

省略 省略

注１・２ 省略

３ 省略

４ 省略

注１・２ 省略

３ 「特定水産資源の名称」の欄は、くろまぐろの漁獲量の

報告の場合には、「くろまぐろ（小型魚）」と「くろまぐ

ろ（大型魚）」とは異なる特定水産資源であることから、

異なる欄に分けて記入すること。

４ 省略

５ 省略



愛 媛 県 報令和８年３月３１日 第６９８号

１７６

様式第１号（その２） 特別管理特定水産資源の場合



愛 媛 県 報令和８年３月３１日 第６９８号

１７７



愛 媛 県 報令和８年３月３１日 第６９８号

１７８

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

様式第２号（その１）の次に次のように加える。

改 正 後 改 正 前

様式第２号（第２条関係） 漁獲量等報告書（漁獲割当管理区分以

外の管理区分（漁獲努力量管理区分を除く。））

様式第２号（その１） 特別管理特定水産資源以外の場合

様式第２号（第２条関係） 漁獲量等報告書（漁獲割当管理区分以

外の管理区分（漁獲努力量管理区分を除く。））

省略 省略

注１ 「許可番号等」の欄は、許可（漁業法第５７条第１項の許

可をいう。）に基づいて特定水産資源の採捕をした場合に

あっては許可番号を、漁業権又は組合員行使権に基づいて

特定水産資源の採捕をした場合にあっては免許番号を、そ

れぞれ記入すること。ただし、海区漁業調整委員会 又

は広域漁業調整委員会の指示に基づき承認を受けた漁業の

場合には、当該承認番号を記入することとし、許可番号、

免許番号又は承認番号のいずれも持たない場合には、省略

すること。

２・３ 省略

注１ 「許可番号等」の欄は、許可（漁業法第５７条第１項の許

可をいう。）に基づいて特定水産資源の採捕をした場合に

あっては許可番号を、漁業権又は組合員行使権に基づいて

特定水産資源の採捕をした場合にあっては免許番号を、そ

れぞれ記入すること。ただし、愛媛海区漁業調整委員会又

は広域漁業調整委員会の指示に基づき承認を受けた漁業の

場合には、当該承認番号を記入することとし、許可番号、

免許番号又は承認番号のいずれも持たない場合には、省略

すること。

２・３ 省略

４ 「特定水産資源の名称」の欄は、くろまぐろの漁獲量の

報告の場合には、「くろまぐろ（小型魚）」と「くろまぐ

ろ（大型魚）」とは異なる特定水産資源であることから、

異なる欄に分けて記入すること。



愛 媛 県 報令和８年３月３１日 第６９８号

１７９

様式第２号（その２） 特別管理特定水産資源の場合



愛 媛 県 報令和８年３月３１日 第６９８号

１８０



愛 媛 県 報令和８年３月３１日 第６９８号

１８１

��������������

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この規則は、令和８年４月１日から施行する。

�愛媛県規則第２２号
愛媛県会計規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和８年３月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県会計規則の一部を改正する規則

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（出納員）

第４条 出納員は、別に辞令を用いるもののほか、第１号から第１８

号までに掲げる職にある者をもつて充て、第１９号から第２６号まで

に掲げる職にある者については、法第１７２条第１項に規定する職

員 に任命されていない場合にあつて

は、これらの号に掲げる職にある間に限り、当該職員に任命され

ているものとして、これらの職にある者をもつてこれに充てる。

�～� 省略

（出納員以外の会計職員）

第５条 省略

２ 省略

（出納員）

第４条 出納員は、別に辞令を用いるもののほか、第１号から第１８

号までに掲げる職にある者をもつて充て、第１９号から第２６号まで

に掲げる職にある者については、法第１７２条第１項に規定する職

員（以下「職員」という。）に任命されていない場合にあつて

は、これらの号に掲げる職にある間に限り、 職員に任命され

ているものとして、これらの職にある者をもつてこれに充てる。

�～� 省略

（出納員以外の会計職員）

第５条 省略

２ 省略

改 正 後 改 正 前

様式第３（第２条関係） 漁獲努力量等報告書 様式第３号（第２条関係） 漁獲努力量等報告書

省略 省略

注１ 「許可番号等」の欄は、許可（漁業法第５７条第１項の許

可をいう。）に基づいて特定水産資源の採捕をした場合に

あっては許可番号を、漁業権又は組合員行使権に基づいて

特定水産資源の採捕をした場合にあっては免許番号を、そ

れぞれ記入すること。ただし、海区漁業調整委員会 又

は広域漁業調整委員会の指示に基づき承認を受けた漁業の

場合には、当該承認番号を記入することとし、許可番号、

免許番号又は承認番号のいずれも持たない場合には、省略

すること。

２・３ 省略

様式第４号（第３条関係） 委任状

注１ 「許可番号等」の欄は、許可（漁業法第５７条第１項の許

可をいう。）に基づいて特定水産資源の採捕をした場合に

あっては許可番号を、漁業権又は組合員行使権に基づいて

特定水産資源の採捕をした場合にあっては免許番号を、そ

れぞれ記入すること。ただし、愛媛海区漁業調整委員会又

は広域漁業調整委員会の指示に基づき承認を受けた漁業の

場合には、当該承認番号を記入することとし、許可番号、

免許番号又は承認番号のいずれも持たない場合には、省略

すること。

２・３ 省略

様式第４号（第３条関係） 委任状

省略

１ 漁業法の規定に基づく報告に係る事務に関する委任

�・� 省略

� 委任事項（該当する□の中にレ印を付けること。）

□ 法第２６条第１項及び第２項の規定に基づく知事に

対する報告（漁獲割当管理区分における漁獲量等の

報告）

□ 法第３０条第１項及び第２項の規定に基づく知事に

対する報告（漁獲割当管理区分以外の管理区分にお

ける漁獲量等の報告）

２ 省略

省略

１ 漁業法の規定に基づく報告に係る事務に関する委任

�・� 省略

� 委任事項（該当する□の中にレ印を付けること。）

□ 法第２６条第１項 の規定に基づく知事に

対する報告（漁獲割当管理区分における漁獲量等の

報告）

□ 法第３０条第１項 の規定に基づく知事に

対する報告（漁獲割当管理区分以外の管理区分にお

ける漁獲量等の報告）

２ 省略

注 省略 注 省略

改 正 後 改 正 前



愛 媛 県 報令和８年３月３１日 第６９８号

１８２

３ 別に辞令を用いるもののほか、次表の左欄に掲げる職員は、そ

の職にある間に限り、同表右欄の職に充てる。この場合におい

て、これらの者が法第１７２条第１項に規定する職員に任命されて

いないときは 、その職にある間に限り、当該職員に任命

されているものとみなす 。

省略

（会計管理者等の事務の一部委任）

第７条 会計管理者をして出納員に委任させる事務は、次のとおり

とする。

�～� 省略

� 教育委員会事務局の教育総務課施設厚生室厚生事業係長及び

別に任命された出納員に委任させる事務は、当該出納員の所属

する本庁各課又は地方機関に属する会計事務のうち、現金（教

育委員会事務局の教育総務課施設厚生室厚生事業係長にあつて

は、奨学資金貸付金の償還金に係るものに限る。）の収納及び

保管に関すること（次号に掲げる会計事務を除く。）。

� 省略

２ 省略

（口座振替）

第４４条 省略

２ 支出命令者は、債権者から口座振替による支払の申出があつた

ときは、別に定めるところにより、当該支払に必要な事項を記載

した書面 を提出させなければならない。当該

事項 に変更が生じた場合

も、同様とする。

３ 支出命令者は、前項の規定による書面

の提出があつた後は、会計管理者に当該書面

に記載された債権者の口座に口座振替

をさせることができる。

第８５条 削除

（恩給の支出命令等）

第８７条 支出命令者は、恩給の支出命令をするときは、第４３条第２

項に規定する債権者内訳書に代えて恩給支出内訳書を

添付しなければならない。

（恩給の支払手続）

第８９条 会計管理者は、第６６条に規定する方法により恩給の支払を

するときは、同条の規定により領収書を受け取る前に、県内に居

住する恩給を受ける者に恩給証書を提示させ、支出命令の書類と

照合しなければならない。

３ 別に辞令を用いるもののほか、次表の左欄に掲げる職員は、こ

れらの者が

職員に任命されて

いない場合にあつては、その職にある間に限り、 職員に任命

されているものとして、その職にある間同表右欄の職に充てる。

省略

（会計管理者等の事務の一部委任）

第７条 会計管理者をして出納員に委任させる事務は、次のとおり

とする。

�～� 省略

� 教育委員会事務局の教育総務課施設厚生室厚生事業係長及び

別に任命された出納員に委任させる事務は、当該出納員の所属

する本庁各課又は地方機関に属する会計事務のうち、現金

の収納及び

保管に関すること（次号に掲げる会計事務を除く。）。

� 省略

２ 省略

（口座振替）

第４４条 省略

２ 支出命令者は、債権者から口座振替による支払の申出があつた

ときは、別に定めがある場合を除き、口座振替申込書兼債権者登

録（変更）票（様式第２４号）を提出させなければならない。口座

振替申込書兼債権者登録（変更）票の内容に変更が生じた場合

も、同様とする。

３ 支出命令者は、前項の規定による口座振替申込書兼債権者登録

（変更）票の提出があつた後は、会計管理者に当該口座振替申込

書兼債権者登録（変更）票に記載された債権者の口座に口座振替

をさせることができる。

（受給者の届出事項）

第８５条 支出命令者は、県内に居住する恩給を受ける者（以下「受

給者」という。）で、隔地払の方法により恩給の支払を受けよう

とするものに対し、あらかじめ希望する指定金融機関又は指定代

理金融機関（以下「恩給支払金融機関」という。）の名称を届け

出させ、及び恩給受領に使用する印鑑の印影を恩給支払金融機関

に届け出させなければならない。

２ 支出命令者は、受給者で口座振替の方法により恩給の支払を受

けようとするものに対し、あらかじめ希望する金融機関名、預金

種別及び預金の口座番号を届け出させなければならない。

（恩給の支出命令等）

第８７条 支出命令者は、恩給の支出命令をするときは、第４３条第２

項に規定する債権者内訳書に代えて恩給支出内訳書を、隔地払の

方法によるものにあつては３部、口座振替の方法によるものにあ

つては２部添付しなければならない。

（恩給の支払手続）

第８９条 会計管理者は、第６６条に規定する方法により恩給の支払を

するときは、同条の規定により領収書を受け取る前に、受給者

に恩給証書を提示させ、支出命令の書類と

照合しなければならない。

２ 会計管理者は、県内に居住する受給者に隔地払の方法により恩

給の支払をするとき、又は受給者に口座振替の方法により恩給の

支払をするときは、第６８条又は第７０条の規定にかかわらず、次の
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（一般競争入札の公告）

第１３２条 契約担当者は、一般競争入札をする場合は、入札の期日

から起算して１０日（工事の請負契約を締結するときの入札にあつ

ては、建設業法施行令（昭和３１年政令第２７３号）第５条の９の規

定による見積期間）前までに、令第１６７条の６又は第１６７条の１０の

２第６項に規定するもののほか、次に掲げる事項を愛媛県報、新

聞、県の掲示板等により公告しなければならない。ただし、急を

要する場合は、工事の請負契約を締結するときの入札を除き、そ

の期間を５日までに短縮することができる。

�～� 省略

２ 省略

（公金の出納）

第１９８条 省略

２ 指定金融機関又は指定代理金融機関は、会計管理者又は室長が

発行した小切手その他次の各号に掲げる書類のいずれかに基づか

なければ、公金を支出してはならない。

�～� 省略

３ 省略

（隔地払の手続）

第２０８条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、第８１条

の規定により書類の送付を受けた場合であつて、支払場

所が取扱店又は代理取扱店であるときは、直ちに、給与送金支払

通知書 を当該取扱店又は代理取扱店に送付し

なければならない。

２ 省略

第２１０条 削除

（支払の拒絶等）

第２１１条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、支払の請求を受

けた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、支払

を受けようとする者にその事実を告げて支払を拒み、直ちにその

表の左欄に掲げる支払方法の区分に応じ、同表中欄に掲げる書類

及び支払指示書を、同表右欄に掲げる期日までに指定金融機関又

は指定代理金融機関に送付しなければならない。

隔地

払

１ 恩給送金支払通知書（様式第５１号）

２ 恩給支出内訳書（２部）

恩給支払開始

の日前５日

口座

振替

１ 恩給口座振替支払通知書（様式第５１

号の２）

２ 恩給支出内訳書

恩給支払開始

の日前４日

（一般競争入札の公告）

第１３２条 契約担当者は、一般競争入札をする場合は、入札の期日

から起算して１０日（工事の請負契約を締結するときの入札にあつ

ては、建設業法施行令（昭和３１年政令第２７３号）第６条 の規

定による見積期間）前までに、令第１６７条の６又は第１６７条の１０の

２第６項に規定するもののほか、次に掲げる事項を愛媛県報、新

聞、県の掲示板等により公告しなければならない。ただし、急を

要する場合は、工事の請負契約を締結するときの入札を除き、そ

の期間を５日までに短縮することができる。

�～� 省略

２ 省略

（公金の出納）

第１９８条 省略

２ 指定金融機関又は指定代理金融機関は、会計管理者又は室長が

発行した小切手その他次の各号に掲げる書類のいずれかに基づか

なければ、公金を支出してはならない。

�～� 省略

� 恩給送金支払通知書

� 恩給口座振替支払通知書

� 恩給支出内訳書

３ 省略

（隔地払の手続）

第２０８条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、第８１条又は第８９

条第２項の規定により書類の送付を受けた場合であつて、支払場

所が取扱店又は代理取扱店であるときは、直ちに、給与送金支払

通知書及び恩給支出内訳書を当該取扱店又は代理取扱店に送付し

なければならない。

２ 省略

（恩給の支払手続）

第２１０条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、第８９条第２項の

規定により恩給送金支払通知書及び恩給支出内訳書の送付を受け

たときは、恩給送金支払通知書は保管し、恩給支出内訳書は直ち

に恩給支払金融機関に送付しなければならない。

２ 恩給支払金融機関は、受給者から恩給の支払の請求を受けたと

きは、恩給証書を提示させて恩給支出内訳書と照合し、恩給領収

書（様式第９６号）を徴して支払をしなければならない。

３ 指定金融機関又は指定代理金融機関は、第８９条第２項の規定に

より、恩給口座振替支払通知書及び恩給支出内訳書の送付を受け

たときは、会計管理者の指定する日に受給者の預金口座に振込み

をしなければならない。

（支払の拒絶等）

第２１１条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、支払の請求を受

けた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、支払

を受けようとする者にその事実を告げて支払を拒み、直ちにその
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告 示

旨を会計管理者又は室長に報告しなければならない。

�～� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

（支払未済金の報告）

第２１６条 省略

様式第２４号を次のように改める。

様式第２４号 削除

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

様式第５１号を次のように改める。

様式第５１号 削除

様式第５１号の２を削る。

様式第９６号を次のように改める。

様式第９６号 削除

様式第９８号を次のように改める。

様式第９８号 削除

附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ この規則施行の際現に提出されている改正前の愛媛県会計規則様式第２４号の規定による口座振替申込書兼債権者登録（変更）票は、改

正後の愛媛県会計規則第４４条第２項の規定により提出された書面とみなす。

�愛媛県告示第２３７号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２の３第１項の規定により、次のとおり指定納付受託者を指定した。

令和８年３月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

旨を会計管理者又は室長に報告しなければならない。

�～� 省略

� 恩給証書と恩給支出内訳書の証書番号又は受給者名が相違す

るとき。

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

（支払未済金の報告）

第２１６条 省略

２ 指定金融機関又は指定代理金融機関は、前項の規定にかかわら

ず、恩給支払開始の日より１月を経過してもなお支払を終わらな

い恩給があるときは、経過した日から１０日以内に恩給未払表（様

式第９８号）を会計管理者に提出しなければならない。

改 正 後 改 正 前

様 式 第５０号（第８６条、第８７条

） 恩給支出内訳書

省略

様 式 第５０号（第８６条、第８７条、第８９条、第１９８条、第２０８条、第２１０

条、第２１１条関係） 恩給支出内訳書

省略

省略 省略

名 称 住所又は事務所の所在地 納付の委託を受けることができる歳
入等

納付の委託を受けるこ
とができる期間 指定年月日

株式会社トラストバンク 東京都品川区上大崎三丁目１番１号
ＪＲ東急目黒ビル７階

ふるさと愛媛応援寄附金に係る寄附
金歳入

令和８年４月１日から

令和９年３月３１日まで
令和８年３月３１日

トヨタファイナンス株式会社 愛知県名古屋市西区牛島町６番１号 ふるさと愛媛応援寄附金に係る寄附
金歳入

令和８年４月１日から

令和９年３月３１日まで
令和８年３月３１日

株式会社愛媛ジェーシービー 愛媛県松山市勝山町二丁目４番地７ ふるさと愛媛応援寄附金に係る寄附
金歳入

令和８年４月１日から

令和９年３月３１日まで
令和８年３月３１日
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�愛媛県告示第２４０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療

機関を次のように指定した。

令和８年３月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第２４１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第１項の規定により、

施術機関を次のように指定した。

令和８年３月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第２４２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２の規定により、

指定医療機関から次のように廃止した旨の届出があった。

令和８年３月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２３８号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２の３第１項の規定により、次のとおり指定納付受託者を指定した。

令和８年３月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２３９号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２の３第１項の規定により、次のとおり指定納付受託者を指定した。

令和８年３月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

株式会社ＤＧフィナンシャルテクノ
ロジー

東京都渋谷区恵比寿南三丁目５番７
号

ふるさと愛媛応援寄附金に係る寄附
金歳入

令和８年４月１日から

令和９年３月３１日まで
令和８年３月３１日

株式会社アイモバイル 東京都渋谷区渋谷三丁目２６番２０号
関電不動産渋谷ビル８階

ふるさと愛媛応援寄附金に係る寄附
金歳入

令和８年４月１日から

令和９年３月３１日まで
令和８年３月３１日

ＰａｙＰａｙ株式会社 東京都千代田区紀尾井町１－３ ふるさと愛媛応援寄附金に係る寄附
金歳入

令和８年４月１日から

令和９年３月３１日まで
令和８年３月３１日

楽天グループ株式会社 東京都世田谷区玉川一丁目１４番１号
楽天クリムゾンハウス

ふるさと愛媛応援寄附金に係る寄附
金歳入

令和８年４月１日から

令和９年３月３１日まで
令和８年３月３１日

アマゾンジャパン合同会社 東京都目黒区下目黒１－８－１ ふるさと愛媛応援寄附金に係る寄附
金歳入

令和８年４月１日から

令和９年３月３１日まで
令和８年３月３１日

名 称 住所又は事務所の所在地 納付の委託を受けることができる歳
入等

納付の委託を受けるこ
とができる期間 指定年月日

ウェルネット株式会社 北海道札幌市中央区大通東十丁目１１
番地４

・愛媛県美術館管理規則（令和２年
３月２７日規則第１７号）に規定する使
用料
・愛媛県産業技術研究所の使用料及
び手数料条例（昭和３０年７月１５日条
例第２６号）及び愛媛県産業技術研究
所の使用料及び手数料に関する規則
（昭和３０年７月１５日規則第４２号）に
規定する使用料

令和８年４月１日から

令和９年３月３１日まで
令和８年３月３１日

名 称 住所又は事務所の所在地 納付の委託を受けることができる歳
入等

納付の委託を受けるこ
とができる期間 指定年月日

ＳＢペイメントサービス株式会社 東京都港区海岸一丁目７番１号 電子申請システムを利用した行政手
続に係る手数料等

令和８年４月１日から

令和９年３月３１日まで
令和８年３月３１日

医療機関の名称 医療機関の所在地 指定年月日

サンデンタルクリニック 西条市周布５９９番１ 令和８年２月６日

マック中之庄調剤薬局 四国中央市中之庄町５７３
－１８ 令和８年３月２３日

マック今治立花調剤薬局 今治市郷本町１－２－１５ 令和８年３月３０日

マ ッ ク 川 東 調 剤 薬 局 新居浜市宇高町１丁目２
－４０ 令和８年３月３０日

施 術 機 関 施 術 所 指 定

年 月 日氏 名 名 称 所 在 地

岩 城 一 弘 いわき鍼灸マッ
サージ治療院

宇和島市中央町１－７－
１９ 松花ビル２階

令和８年
２月２５日

医療機関の名称 医療機関の所在地 廃止年月日

瀬 戸 内 海 病 院 今治市北宝来町二丁目４
－９ 令和８年１月３１日

松 本 歯 科 医 院 西予市三瓶町朝立１－４３
８－９８ 令和８年５月３０日
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�愛媛県告示第２４３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療機関（指定訪問看護事業者等）を次のように指定した。

令和８年３月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２４４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２の規定により、指定医療機関（指定訪問看護事業者等）から指定訪問看護事業等を行う

事業所の所在地を次のように変更した旨の届出があった。

令和８年３月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２４５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２の規定により、指定医療機関（指定訪問看護事業者等）から、指定訪問看護事業等を次

のように廃止した旨の届出があった。

令和８年３月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２４６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第５項において準用する同法第５０条の２の規定により、指定介護機関（居宅介護事業者）

から居宅介護事業を次のように廃止した旨の届出があった。

令和８年３月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２４７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第５項において準用する同法第５０条の２の規定により、指定介護機関（介護予防事業者）

から介護予防事業を次のように廃止した旨の届出があった。

令和８年３月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

医 療 機 関 （ 指 定
訪問看護事業者等）の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

指 定 訪 問 看 護 事 業 等 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社イクシオ 松山市小坂四丁目３番２０号
Ｌｕｆｔ １階

訪問看護ステーションアルク
今治

今治市北鳥生町四丁目６番１５
号 令和７年２月１日

医 療 機 関 （ 指 定
訪問看護事業者等）の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

指 定 訪 問 看 護 事 業 等 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

愛媛医療生活協同組合 松山市来住町１０９１－１ 訪問看護ステーションごしき

（変更後）
伊予市下吾川５５番１

令和６年１２月１日
（変更前
伊予市米湊７３６－３

医 療 機 関 （ 指 定 訪 問
看 護 事 業 者 等 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃止に係る指定訪問看護事業等を行う事業所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

セントケア四国株式会社 香川県高松市中新町１１番地１
アクア高松中新町ビル７０２号

セントケア訪問看護ステーシ
ョンにいはま

新居浜市星原町１５番４７号星原
町１５－４７貸店舗１階１号室 令和８年３月３１日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社 アポトライ 宇和島市丸之内三丁目２番１
号 アーチ薬局 宇和島市吉田町北小路甲２０１

－２ 令和８年２月２８日
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�愛媛県告示第２４８号
愛媛県地籍調査費負担金等交付規程（昭和３６年１２月愛媛県告示第９７０号）は、告示の日限り廃止する。ただし、廃止前の愛媛県地籍調査費

負担金等交付規程の規定により交付された負担金等に係る地籍調査事業により取得し、又は効用の増加した財産の管理及び帳簿書類の保存

については、なお従前の例による。

令和８年３月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

��������������
�愛媛県告示第２４９号
農業委員会交付金等交付規程（昭和３１年１２月愛媛県告示第８３３号）は、告示の日限り廃止する。ただし、廃止前の農業委員会交付金等交付

規程（以下「旧規程」という。）の規定により交付を受けた交付金等に係る消費税等相当額の返還、旧規程の規定による交付金等交付事業

により取得し、又は効用の増加した財産の管理及び帳簿書類の保存については、なお従前の例による。

令和８年３月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

��������������
�愛媛県告示第２５０号
愛媛県自作農財産事務取扱交付金交付規程（昭和３２年１月愛媛県告示第１４号）は、告示の日限り廃止する。ただし、廃止前の愛媛県自作

農財産事務取扱交付金交付規程（以下「旧規程」という。）の規定により交付を受けた交付金の返還、旧規程の規定による交付金事業によ

り取得し、又は効用の増加した財産の管理及び帳簿書類の保存については、なお従前の例による。

令和８年３月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

��������������
�愛媛県告示第２５１号
天災による被害農林漁業者等に対する経営資金等の融通に関する補助金交付規程（昭和３３年７月愛媛県告示第６０９号）は、告示の日限り廃

止する。

令和８年３月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

��������������
�愛媛県告示第２５２号
愛媛県農業近代化資金利子補給金交付規程（昭和３６年１２月愛媛県告示第１０５１号）は、告示の日限り廃止する。ただし、同日前に利子補給

承認された農業近代化資金については、なお従前の例による。

令和８年３月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

��������������
�愛媛県告示第２５３号
愛媛県経営体育成促進換地等調整事業補助金交付規程（昭和４７年１１月愛媛県告示第１０９３号）は、告示の日限り廃止する。ただし、書類の

保管及び廃止前の愛媛県経営体育成促進換地等調整事業補助金交付規程の規定により交付を受けた補助金の返還については、なお従前の例

による。

令和８年３月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

��������������
�愛媛県告示第２５４号
農地、農業用施設災害復旧事業補助金交付規程（昭和３７年３月愛媛県告示第２５５号）は、告示の日限り廃止する。ただし、廃止前の農地、

農業用施設災害復旧事業補助金交付規程による事業により取得し、又は効用の増加した財産の管理及び書類等の保存については、なお従前

の例による。

令和８年３月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社 アポトライ 宇和島市丸之内三丁目２番１
号 アーチ薬局 宇和島市吉田町北小路甲２０１

－２ 令和８年２月２８日
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�愛媛県告示第２５５号
農地整備関係災害防止施設事業補助金交付規程（昭和３１年１１月愛媛県告示第７７５号）は、告示の日限り廃止する。ただし、廃止前の農地整

備関係災害防止施設事業補助金交付規程の規定による事業により取得し、又は効用の増加した財産の管理及び帳簿書類の保存については、

なお従前の例による。

令和８年３月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

��������������
�愛媛県告示第２５６号
愛媛県単独土地改良事業補助金交付規程（昭和３２年１２月愛媛県告示第９０６号）は、告示の日限り廃止する。ただし、廃止前の愛媛県単独土

地改良事業補助金交付規程の規定による事業により取得し、又は効用の増加した財産の管理及び帳簿書類の保存については、なお従前の例

による。

令和８年３月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

��������������
�愛媛県告示第２５７号
農用地等集団化事業補助金交付規程（昭和４０年２月愛媛県告示第１４４号）は、告示の日限り廃止する。

令和８年３月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

��������������
�愛媛県告示第２５８号
愛媛県民有林災害林道復旧事業補助金交付規程（昭和６０年１０月愛媛県告示第１２５０号）は、告示の日限り廃止する。ただし、廃止前の愛媛

県民有林災害林道復旧事業補助金交付規程（以下「旧規程」という。）の規定により交付を受けた補助金の返還等、旧規程の規定による災

害林道復旧事業により取得し、又は効用の増加した財産の管理及び帳簿書類の保存については、なお従前の例による。

令和８年３月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

��������������
�愛媛県告示第２５９号
県費の補助にかかる林道事業検査規程（昭和３１年２月愛媛県告示第７７号）は、告示の日限り廃止する。

令和８年３月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

��������������
�愛媛県告示第２６０号
愛媛県民有林林道事業補助金交付規程（昭和３０年３月愛媛県告示第２２２号）は、告示の日限り廃止する。ただし、廃止前の愛媛県民有林林

道事業補助金交付規程（以下「旧規程」という。）の規定により交付を受けた補助金の返還等、旧規程の規定による林道に関する事業によ

り取得し、又は効用の増加した財産の管理及び帳簿書類の保存については、なお従前の例による。

令和８年３月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

��������������
�愛媛県告示第２６１号
愛媛県治山事業施行規程（昭和６１年３月愛媛県告示第４２７号）は、告示の日限り廃止する。

令和８年３月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

��������������
�愛媛県告示第２６２号
愛媛県林地崩壊防止事業補助金交付規程（昭和４６年９月愛媛県告示第７９４号）は、告示の日限り廃止する。ただし、帳簿書類の保存につい

ては、なお従前の例による。

令和８年３月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

��������������
�愛媛県告示第２６３号
愛媛県単独治山事業補助金交付規程（昭和４５年７月愛媛県告示第６９５号）は、告示の日限り廃止する。ただし、帳簿書類の保存については、

なお従前の例による。

令和８年３月３１日
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�愛媛県告示第２６８号
港湾法（昭和２５年法律第２１８号）第３条の３第１１項の規定に基づ

き、三島川之江港港湾計画の変更の概要を次のとおり告示する。

令和８年３月３１日

三島川之江港港湾管理者 愛媛県

代表者 愛媛県知事 中 村 時 広

１ 港湾計画の変更の概要

港湾計画の変更の概要（平成７年２月愛媛県告示第１４８号）及

び港湾計画の変更の概要（平成２０年４月愛媛県告示第６３４号）に

よりその概要を告示した三島川之江港港湾計画について変更した

事項は、次のとおりである。

� 水域施設計画

泊地

既定計画を変更する事項

地区名 水深（メートル） 面積（ヘクタール）

金 子 ９．０ １

� 係留施設計画

岸壁

既定計画を変更する事項

地区名
公共用
又は専
用の別

水深（メー
トル） バース数 用途

１４．０ １ 一 般 船 用

金 子 公 共 用 ９．０ １ 一 般 船 用

５．５ ２ 一 般 船 用

� 土地造成計画

既定計画を変更する事項

地区名 面積（ヘクタール） 用 途

１９（１９）
ふ

埠頭用地

金 子 １（１） 港湾関連用地

３（３） 緑地

注 （ ）の数値は、内数で、港湾の開発、利用及び保全並びに港湾
に隣接する区域の保全に特に密接に関連する土地造成計画を示す。

� 土地利用計画

既定計画を変更する事項

愛媛県知事 中 村 時 広

��������������
�愛媛県告示第２６４号
愛媛県造林事業補助金交付規程（昭和６２年１１月愛媛県告示第１３８３号）は、告示の日限り廃止する。ただし、廃止前の愛媛県造林事業補助

金交付規程の規定により補助金の交付を受けた者については、なお従前の例による。

令和８年３月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

��������������
�愛媛県告示第２６５号
愛媛県森林病害虫等防除事業補助金交付規程（昭和３８年７月愛媛県告示第５１４号）は、告示の日限り廃止する。ただし、廃止前の愛媛県森

林病害虫等防除事業補助金交付規程（以下「旧規程」という。）の規定により交付を受けた補助金の返還等、旧規程の規定による事業によ

り取得し、又は効用の増加した財産の管理及び帳簿書類の保存については、なお従前の例による。

令和８年３月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

��������������
�愛媛県告示第２６６号
愛媛県漁業近代化資金利子補給規程（昭和４４年１０月愛媛県告示第８８１号）は、告示の日限り廃止する。ただし、同日前に利子補給承認され

た漁業近代化資金については、なお従前の例による。

令和８年３月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２６７号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２の３第１項の規定により、次のとおり指定納付受託者を指定した。

令和８年３月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

名 称 住所又は事務所の所在地 納付の委託を受けることができる歳
入等

納付の委託を受けるこ
とができる期間 指定年月日

株式会社エフレジ 大阪府大阪市北区大深町４番２０号グ
ランフロント大阪タワーＡ

愛媛県手数料条例（平成１２年愛媛県
条例第３号）別表５の表１の項、２
の項、６の項及び６の２の項に掲げ
る手数料

令和８年４月１日から

令和９年３月３１日まで
令和８年３月１９日
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地区名 面積（ヘクタール） 用 途

２３（２３）
ふ

埠頭用地

金 子

２９（２９） 港湾関連用地

６（６） 交通機能用地

９（９） 緑地

注 （ ）の数値は、内数で、港湾の開発、利用及び保全並びに港湾
に隣接する区域の保全に特に密接に関連する土地利用計画を示す。

� 大規模地震対策施設計画

既定計画に追加する事項

地区名 名 称 数 量

水深９．０メートル岸壁 ２４０メートル

ふ

埠 頭 用 地 １８ヘクタール

金 子 緑 地 ３ヘクタール

臨 港 道 路 金 子 ふ 頭 線 ２～４車線

臨港道路金子ふ頭西線 ２車線

� その他の計画

既定計画に追加する事項

国際海上輸送網又は国内海上輸送網の拠点として機能するた

めに必要な施設

地区名 名 称 数 量

金 子

水深９．０メートル岸壁 ２４０メートル

水深９．０メートル泊地 １ヘクタール

２ 港湾計画の縦覧の場所

松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県土木部河川港湾局港湾海岸課

�愛媛県告示第２６９号
次のとおり愛媛県証紙売りさばき人の指定が取り消されたので、愛媛県証紙条例（昭和３９年愛媛県条例第８号）第５条第３項の規定によ

り告示する。

令和８年３月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２７０号
次のとおり愛媛県証紙売りさばき人の指定が取り消されたので、愛媛県証紙条例（昭和３９年愛媛県条例第８号）第５条第３項の規定によ

り告示する。

令和８年３月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２７１号
次のとおり愛媛県証紙売りさばき人の指定が取り消されたので、愛媛県証紙条例（昭和３９年愛媛県条例第８号）第５条第３項の規定によ

り告示する。

令和８年３月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

指定
番号

売 り さ ば き 人
売 り さ ば き 所 取 消 年 月 日

住 所 氏 名 又 は 名 称

宇和
第２
号

西予市宇和町卯之町三丁目４３４番地１ 西予市 西予市野村町野村１２号６１７番地１ 西予
市野村支所

令和８年３月３１日

指定
番号

売 り さ ば き 人
売 り さ ば き 所 取 消 年 月 日

住 所 氏 名 又 は 名 称

宇和
第４
号

西予市宇和町卯之町三丁目４３４番地１ 西予市 西予市明浜町高山甲３４２０番地 西予市明
浜支所

令和８年３月３１日

指定
番号

売 り さ ば き 人
売 り さ ば き 所 取 消 年 月 日

住 所 氏 名 又 は 名 称

八第
６号

西予市宇和町卯之町三丁目４３４番地１ 西予市 西予市三瓶町朝立１番耕地３６０番地１
西予市三瓶支所

令和８年３月３１日
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�愛媛県告示第２７２号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県西条保健所、新

居浜市役所及び愛媛県のホームページ（https://www.pref.ehime.jp/

site/setohou-juurann/136709.html）において告示の日から３週間公

衆の縦覧に供する。

令和８年３月３１日

愛媛県西条保健所長 武 方 誠 二

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

日本ケッチェン株式会社

東京都港区芝浦１丁目２番１号

代表取締役社長 森田 真二

２ 事業場の名称及び所在地

日本ケッチェン株式会社新居浜事業所

新居浜市磯浦町１７番４号

３ 特定施設に関する事項

� ダブルスクラバーテスト機

４ 汚水等の処理施設に関する事項

� ＳＳ回収設備

� スクラバー排水中和槽

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号。）別表第１第２７号 ヌ 廃ガス
洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 １分間当たり２．５立方メートル処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後ただちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着工後ただちに

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後ただちに

特定施設の使用時間間隔 間 欠

特定施設の１日当たりの使用
時間 最大４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 テスト回数、計４回程度

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ４．０～８．０

最大 ７．０～１１．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ０

最大 ０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ２０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １以下

最大 ４０，０００

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０

最大 ０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．１

最大 ０．４

設 置 年 月 日 平成９年１０月３１日

処理施設の種類及び型式 シックナー（単室型、中心支持中心駆動
型）

処 理 施 設 の 構 造 ステンレス製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法
�１ＳＳ
直径 ４メートル 高さ ２メートル

�２ＳＳ
直径 ５メートル 高さ ２メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり１，８００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 ＳＳ沈殿

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～８．０

最大 ５．０～１２．０

通常 ６．０～８．０

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２

最大 １３

通常 ２

最大 １３

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５９

最大 ２６４

通常 ５２

最大 ６０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０

最大 １５９

通常 ０

最大 １５９

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １以下

最大 １以下

通常 １以下

最大 １以下

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １，４１５

最大 １，７９０

通常 １，４１５

最大 １，７９０

設 置 年 月 日 平成１９年１０月３１日

処理施設の種類及び型式 中和設備

処 理 施 設 の 構 造 鋼板製及び内面ＦＲＰ製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦６．２メートル 横２．８メートル
高さ３．５メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり３，６００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 混合調整、ｐＨ調整

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し
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� 処理槽

５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

� �１排水口

� �２排水口

設 置 年 月 日 平成２８年１月１５日

処理施設の種類及び型式 水平流式、酸化処理

処 理 施 設 の 構 造 ＦＲＰ製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 直径３．２メートル 高さ ８メートル
直径３．２メートル 高さ７．４メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり７，０００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 混合調整、ｐＨ調整、ＣＯＤ酸化、ＳＳ
沈殿、Ｎ除去、ＣＮ除去

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～８．０

最大 ５．０～９．０

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２８

最大 ５６

通常 １２

最大 １７

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４２

最大 ６２

通常 ４０

最大 ６０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ８

最大 １１０

通常 ８

最大 ３３

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １以下

最大 １以下

通常 １以下

最大 １以下

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．０～８．４

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ６．４

最大 １６

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４０

最大 ６０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２２

最大 ３２

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １以下

最大 ３

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １２０

最大 １４５

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．０～８．４

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １２．１

最大 １７．２

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４０

最大 ６０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ７．４

最大 ３２．９

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １以下

最大 １以下

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２，７３０

最大 ３，３３５

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ３．０～８．０

最大 ２．０～９．０

通常 ６．０～８．０

最大 ５．０～９．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５５

最大 １０５

通常 ５５

最大 １０５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３１

最大 ６２

通常 ３１

最大 ６２

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １６

最大 ５３

通常 １６

最大 ５３

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １以下

最大 １以下

通常 １以下

最大 １以下

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １，３４５

最大 １，５７５

通常 １，３４５

最大 １，５７５

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２，７６０

最大 ３，３６５

通常 ２，７６０

最大 ３，３６５
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�愛媛県告示第２７５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１８項の規定により、

伊予郡砥部町土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

令和８年３月３１日

愛媛県中予地方局長 � 岡 晃 仁

就 任

退 任

�愛媛県告示第２７３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局四国中央土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和８年３月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２７４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局四国中央土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和８年３月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２７６号
道路法（昭和２７年法律１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 川之江大豊線

四国中央市新宮町新宮８７３番地先から

同町新宮８０７番地先まで
旧 ４．４～８．５ ０．１６４

四国中央市新宮町新宮８７３番から

同町新宮８０７番まで
新 ７．２～１０．７ ０．１６４

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３１９号
四国中央市新宮町上山２９０２番４から

同町上山２９８７番３まで
令和８年３月３１日

〃 〃
四国中央市新宮町上山２８９９番３から

同町上山２５８３番２まで
〃

〃 〃
四国中央市新宮町上山７４７番２から

同町上山７４３番３まで
〃

県 道 川之江大豊線
四国中央市新宮町新宮８７３番から

同町新宮８０７番まで
〃

〃 〃
四国中央市新宮町新宮６７０番から

同町新瀬川２２番２まで
〃

〃 大野原川之江線
四国中央市金生町山田井１７２３番８から

同町山田井１７２０番２まで
〃

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 佐 川 秀 紀 伊予郡砥部町万年６１０番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 佐 野 惠 美 伊予郡砥部町万年４８１番地１
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その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和８年３月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３７８号

西予市明浜町俵津８番耕地４３１番３から

同町俵津１番耕地５４１番５まで
旧 １１．６～６７．１

４．２～６．８
０．９４７
１．０３０

西予市明浜町俵津８番耕地４３１番３から

同町俵津１番耕地５４１番５まで
新 １１．６～６７．１ ０．９４７
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訓　　　　令

○愛媛県訓令第２号

� 庁 中 一 般　
� 各 地 方 機 関　
　愛媛県研修所規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
　　令和８年３月31日
� 愛媛県知事　中　村　時　広　　　　　

愛媛県研修所規程の一部を改正する訓令

　愛媛県研修所規程（昭和30年愛媛県訓令第25号）の一部を次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

　（研修区分）

第10条　研修は、階層別研修、ステージアップ研修、管理職研修、

ビジネススキル向上研修、指導者養成研修、復帰支援研修、出前

講座、市町職員研修及び部局研修の区分によつて行う。

　（研修区分）

第10条　研修は、階層別研修、ステージアップ研修 、

ビジネススキル向上研修、指導者養成研修、復帰支援研修、出前

講座、市町職員研修及び部局研修の区分によつて行う。

　　　附　則

　この訓令は、令和８年４月１日から施行する。

教育委員会規則

○愛媛県教育委員会規則第１号

　愛媛県教育委員会事務局組織規則の一部を改正する等の規則を次のように定める。
　　令和８年３月31日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　愛媛県教育委員会
� 教育長　髙　岡　哲　也　　　　　

愛媛県教育委員会事務局組織規則の一部を改正する等の規則

　（愛媛県教育委員会事務局組織規則の一部改正）
第１条　愛媛県教育委員会事務局組織規則（平成元年愛媛県教育委員会規則第５号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

　（各課及び室の所掌事務）

第３条　各課及び室の所掌事務は、次のとおりとする。

　教育総務課（第17号から第26号まで及び第30号の事務にあって

は、施設厚生室の所掌とする。）

⑴～⒁　省略

⒂　教育に関する事務を実施する公益信託に関する事務の統轄に

関すること。

⒃～㉞　省略

　省略

　（各課及び室の所掌事務）

第３条　各課及び室の所掌事務は、次のとおりとする。

　教育総務課（第17号から第26号まで及び第30号の事務にあって

は、施設厚生室の所掌とする。）

⑴～⒁　省略

⒂　委員会所管の　　　　　　　公益信託に関する事務の統轄に

関すること。

⒃～㉞　省略

　省略

　（愛媛県教育委員会の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する規則の廃止）
第２条　愛媛県教育委員会の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する規則（昭和61年愛媛県教育委員会規則第２号）は、廃止す
る。

附　則

　（施行期日）
１　この規則は、令和８年４月１日から施行する。
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　（教育委員会の所管する条例等に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則の廃止）
２　教育委員会の所管する条例等に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則（平成18年愛媛県教
育委員会規則第13号）は、廃止する。
　（教育委員会の所管する条例等に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則の廃止に伴う経過措
置）
３　公益信託に関する法律（令和６年法律第30号）附則第２条第２項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の公
益信託ニ関スル法律（大正11年法律第62号）第１条に規定する公益信託の受託者が事務所に備えなければならないこととされている書類
及び帳簿の電磁的記録による保存については、なお従前の例による。

○愛媛県教育委員会規則第２号

　指導力不足等教員の取扱いに関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。
　　令和８年３月31日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　愛媛県教育委員会
� 教育長　髙　岡　哲　也　　　　　

指導力不足等教員の取扱いに関する規則の一部を改正する規則

　指導力不足等教員の取扱いに関する規則（平成15年愛媛県教育委員会規則第１号）の一部を次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

　（指導改善研修）

第９条　省略

２　省略

３　県教育委員会は、前項の指導改善研修の期間内において、当該

指導改善研修を受けている者が地方公務員法（昭和25年法律第

261号。以下「地公法」という。）第28条第２項の規定による休

職、地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第110

号）第２条の規定による育児休業その他やむを得ない事情により

一定期間当該指導改善研修を受けることができなくなったとき

は、当該指導改善研修の命令を解除し、当該指導改善研修を終了

することができる。

４　前３項に定めるもののほか、指導改善研修の実施に関し必要な

事項は、教育長が別に定める。

　（指導の改善の程度に関する認定等）

第11条　省略

２　県教育委員会は、前項第１号及び第２号の認定を行ったとき

は、当該認定に係る指導力不足等教員について、次の各号に掲げ

る認定に応じ、それぞれ当該各号の決定を行うものとする。この

場合において、第２号の決定を行うときの指導改善研修の期間

は、前項第２号の認定までに実施した指導改善研修の期間と通算

して２年を超えない範囲内とする。

⑴　省略

⑵　前項第２号の認定（次号に該当する場合を除く。）　指導改

善研修の期間の延長

⑶　前項第２号の認定（第９条第３項の規定により指導改善研修

を終了する場合に限る。）　指導力不足等教員の認定の解除

　（指導改善研修）

第９条　省略

２　省略

３　県教育委員会は、前項の指導改善研修の期間内において、当該

指導改善研修を受けている者が地方公務員法（昭和25年法律第

261号。以下「地公法」という。）第28条第２項の規定による休

職、地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第110

号）第２条の規定による育児休業その他やむを得ない事情により

一定期間当該指導改善研修を受けることができなくなったとき

は、当該指導改善研修の命令を解除することがある　　　　　　

。

４　県教育委員会は、前項の規定による解除をした事由がなくなっ

たときは、指導改善研修を受けるよう命じるものとする。

５　前項の規定による命令を行うに当たり必要な手続は、第４条か

ら第７条までの規定を準用する。

６　前各項に定めるもののほか、指導改善研修の実施に関し必要な

事項は、教育長が別に定める。

　（指導の改善の程度に関する認定等）

第11条　省略

２　県教育委員会は、前項第１号及び第２号の認定を行ったとき

は、当該認定に係る指導力不足等教員について、次の各号に掲げ

る認定に応じ、それぞれ当該各号の決定を行うものとする。この

場合において、第２号の決定を行うときの指導改善研修の期間

は、指導改善研修を開始した日から引き続き　　　　　　　　　

　　２年を超えない範囲内とする。

⑴　省略

⑵　前項第２号の認定 　指導改

善研修の期間の延長
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３　県教育委員会は、前項第３号の決定を行った者について、第９条第

３項の規定による解除をした事由がなくなったときは、第３条から第

９条までに定めるところにより、指導力不足等教員の認定を行い、指

導改善研修を受けるよう命じるものとする。この場合において、新た

に命じる指導改善研修の期間は、同条第２項の規定にかかわらず、第

１項第２号の認定までに実施した指導改善研修の期間と通算して１年

（当該認定までに前項第２号の決定に基づき指導改善研修の期間を延

長している者にあっては２年）を超えない範囲内とする。

４　省略

５　省略

６　省略

３　省略

４　省略

５　省略

附　則

　この規則は、令和８年４月１日から施行する。

○愛媛県教育委員会規則第３号

　愛媛県県立学校教職員設置規則の一部を改正する規則を次のように定める。
　　令和８年３月31日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　愛媛県教育委員会
� 教育長　髙　岡　哲　也　　　　　

愛媛県県立学校教職員設置規則の一部を改正する規則

　愛媛県県立学校教職員設置規則（昭和31年愛媛県教育委員会規則第19号）の一部を次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

第３条　校長、教頭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、事務

職員、助教諭、講師、養護助教諭、実習助手、技術職員及び寄宿

舎指導員は、それぞれ学校教育法（昭和22年法律第26号）第62

条、第70条第１項及び第82条において準用する同法第37条第４

項、第７項、第８項、第10項及び第12項から第18項までに規定す

る職務並びに同法第60条第４項及び第６項並びに同法第79条第２

項に規定する職務に従事する。

２～５　省略

第３条　校長、教頭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、事務

職員、助教諭、講師、養護助教諭、実習助手、技術職員及び寄宿

舎指導員は、それぞれ学校教育法（昭和22年法律第26号）第62

条、第70条第１項及び第82条において準用する同法第37条第４

項、第７項、第８項及び第10項から第17項　　　　までに規定す

る職務並びに同法第60条第４項及び第６項並びに同法第79条第２

項に規定する職務に従事する。

２～５　省略

附　則

　この規則は、令和８年４月１日から施行する。
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人事委員会規則

○愛媛県人事委員会規則７一1308

　職員の給与の支給等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

　　令和８年３月31日

� 愛媛県人事委員会委員長　安　藤　　　潔　　　　　

職員の給与の支給等に関する規則の一部を改正する規則

　職員の給与の支給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７―０）の一部を次のように改正する。

　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

　（扶養手当）

第７条の２　省略

２　任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

⑴　省略

⑵　その者の勤労所得、資産所得、事業所得、恩給、退職年金等

の合計額が年額130万円以上（18歳に達する日後の最初の４月

１日から22歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある

者にあつては、年額150万円以上）である者

⑶　省略

３　省略

　（扶養手当）

第７条の２　省略

２　任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

⑴　省略

⑵　その者の勤労所得、資産所得、事業所得、恩給、退職年金等

の合計額が年額130万円以上

である者

⑶　省略

３　省略

　　　附　則

　この規則は、令和８年４月１日から施行する。

○愛媛県人事委員会規則７一1309

　給料表の適用範囲に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

　　令和８年３月31日

� 愛媛県人事委員会委員長　安　藤　　　潔　　　　　

給料表の適用範囲に関する規則の一部を改正する規則

　給料表の適用範囲に関する規則（愛媛県人事委員会規則７―44）の一部を次のように改正する。

　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

　（医療職給料表㈢の適用範囲）

第５条　医療職給料表㈢は、保健所、子ども療育センター、心と体

の健康センター、児童相談所、身体障害者更生相談所、えひめ学

園、しげのぶ特別支援学校及び新居浜特別支援学校川西分校に勤

務する職員、総務部及び地方局地域産業振興部に勤務する部付の

職にある職員並びに市町へ派遣されている職員で、保健指導若し

くは看護等に従事し、又は学生の実習等を指導する保健師、助産

師、看護師及び准看護師であるものに適用する。

　（医療職給料表㈢の適用範囲）

第５条　医療職給料表㈢は、保健所、子ども療育センター、心と体

の健康センター、児童相談所、身体障害者更生相談所、えひめ学

園、しげのぶ特別支援学校及び新居浜特別支援学校川西分校に勤

務する職員、総務部 に勤務する部付の

職にある職員並びに市町へ派遣されている職員で、保健指導若し

くは看護等に従事し、又は学生の実習等を指導する保健師、助産

師、看護師及び准看護師であるものに適用する。

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。
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○愛媛県人事委員会規則７一1310

　職員の通勤手当の支給等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

　　令和８年３月31日

� 愛媛県人事委員会委員長　安　藤　　　潔　　　　　

職員の通勤手当の支給等に関する規則の一部を改正する規則

　職員の通勤手当の支給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７―65）の一部を次のように改正する。

　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（届出）

第３条　職員は、新たに条例第10条第１項の職員たる要件を具備す�

るに至つた場合には、通勤届兼通勤手当認定・確認簿（別記様

式）により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なけれ

ばならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合に

ついても同様とする。

⑴　省略

⑵　住居、通勤経路、通勤方法若しくは条例第10条第３項に規定

する駐車施設等（以下「駐車施設等」という。）を変更し、駐

車施設等の利用を開始し、若しくは終了し、又は通勤のため負

担する運賃等の額若しくは駐車施設等の利用に係る料金（以下

「駐車料金」という。）に変更があつた場合

（確認及び決定）

第４条　任命権者は、職員から前条の規定による届出があつたとき

は、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券（これに準ずるもの

を含む。以下「定期券」という。）の提示又はその届出に係る施

設等が駐車施設等であること及びその駐車料金を証明する書類の

提出を求める等の方法により確認し、その者が条例第10条第１項

の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当

の額を決定し、又は改定しなければならない。

２　省略

（交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準）

第６条　省略

２　条例第10条第２項第１号に規定する人事委員会規則で定める職

員は、特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等（西瀬

戸自動車道（今治インターチェンジと今治北インターチェンジと

の間に限る。）を除く。以下「特急列車等」という。）を利用し�

なければ通勤することが人事委員会の定める基準に照らして困難

であると認められる職員（特急列車等の利用により通勤事情の改

善が認められるものに限る。）とする。

３　省略

第８条　条例第10条第２項第１号に規定する運賃等相当額（次項及

び第10条第２号において「運賃等相当額」という。）は、次項に

該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に

応じ、当該各号に定める額（その額に１円未満の端数があるとき

は、その端数を切り捨てた額）とする。

⑴　定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認め

られる交通機関等　通用期間が支給単位期間（条例第10条第７

項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。）である定期券

の価額

⑵・⑶　省略

２　省略

（届出）

第３条　職員は、新たに条例第10条第１項の職員たる要件を具備す�

るに至つた場合には、通勤届兼通勤手当認定・確認簿（別記様

式）により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なけれ

ばならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合に

ついても同様とする。

⑴　省略

⑵　住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、　　　　　　　

又は通勤のため負

担する運賃等の額

に変更があつた場合

（確認及び決定）

第４条　任命権者は、職員から前条の規定による届出があつたとき

は、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券（これに準ずるもの

を含む。以下「定期券」という。）の提示

を求める等の方法により確認し、その者が条例第10条第１項

の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当

の額を決定し、又は改定しなければならない。

２　省略

（交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準）

第６条　省略

２　条例第10条第２項第１号に規定する人事委員会規則で定める者

　は、特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等（西瀬

戸自動車道（今治インターチェンジと今治北インターチェンジと

の間に限る。）を除く。以下「特急列車等」という。）を利用し�

なければ通勤することが人事委員会の定める基準に照らして困難

であると認められる職員（特急列車等の利用により通勤事情の改

善が認められるものに限る。）とする。

３　省略

第８条　条例第10条第２項第１号に規定する運賃等相当額（次項及

び第10条第２号において「運賃等相当額」という。）は、次項に

該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に

応じ、当該各号に定める額（その額に１円未満の端数があるとき

は、その端数を切り捨てた額）とする。

⑴　定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認め

られる交通機関等　通用期間が支給単位期間（条例第10条第５

項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。）である定期券

の価額

⑵・⑶　省略

２　省略

改 正 後 改 正 前
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　（自転車等使用者の支給額）

第８条の２　条例第10条第２項第２号の人事委員会規則で定める額

は、次の各号に掲げる自転車等の使用距離の区分に応じ、当該各

号に定める額とする。

⑴　片道５キロメートル未満　2,500円

⑵　片道５キロメートル以上10キロメートル未満　4,900円

⑶　片道10キロメートル以上15キロメートル未満　8,100円

⑷　片道15キロメートル以上20キロメートル未満　10,400円

⑸　片道20キロメートル以上25キロメートル未満　13,500円

⑹　片道25キロメートル以上30キロメートル未満　16,600円

⑺　片道30キロメートル以上35キロメートル未満　19,700円

⑻　片道35キロメートル以上40キロメートル未満　22,800円

⑼　片道40キロメートル以上45キロメートル未満　25,900円

⑽　片道45キロメートル以上50キロメートル未満　29,100円

⑾　片道50キロメートル以上55キロメートル未満　32,300円

⑿　片道55キロメートル以上60キロメートル未満　35,500円

⒀　片道60キロメートル以上65キロメートル未満　38,700円

⒁　片道65キロメートル以上70キロメートル未満　42,200円

⒂　片道70キロメートル以上75キロメートル未満　45,700円

⒃　片道75キロメートル以上80キロメートル未満　49,200円

⒄　片道80キロメートル以上85キロメートル未満　52,700円

⒅　片道85キロメートル以上90キロメートル未満　56,200円

⒆　片道90キロメートル以上95キロメートル未満　59,600円

⒇　片道95キロメートル以上100キロメートル未満　63,000円

㉑　片道100キロメートル以上　66,400円

（併用者の区分及び支給額）

第10条　条例第10条第２項第３号に規定する同条第１項第３号に掲

げる職員の区分及びこれに対応する同条第２項第３号に規定する

通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。

⑴　条例第10条第１項第３号に掲げる職員（交通機関等を利用し

なければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であ

つて、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とす

る距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。）

のうち、自転車等の使用距離が片道２キロメートル以上である

職員及び自転車等の使用距離が片道２キロメートル未満である

が自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である

職員　同条第２項第１号に定める額及び第２号の規定による額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

⑵　条例第10条第１項第３号に掲げる職員のうち、運賃等相当額

をその支給単位期間の月数で除して得た額（交通機関等が２以

上ある場合においては、その合計額。以下「１箇月当たりの運

賃等相当額等」という。）が同条第２項第２号の規定による額

及び同条第３項に規定する駐車料金相当額（以下「駐車料金相

当額」という。）の合計額以上である職員（前号に掲げる職員

を除く。）　同条第２項第１号に定める額

⑶　条例第10条第１項第３号に掲げる職員のうち、１箇月当たり

の運賃等相当額等が同条第２項第２号の規定による額及び駐車

料金相当額の合計額未満である職員（第１号に掲げる職員を除

（併用者の区分及び支給額）

第10条　条例第10条第２項第３号に規定する同条第１項第３号に掲

げる職員の区分及びこれに対応する同条第２項第３号に規定する

通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。

⑴　条例第10条第１項第３号に掲げる職員（交通機関等を利用し

なければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であ

つて、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とす

る距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。）

のうち、自転車等の使用距離が片道２キロメートル以上である

職員及び自転車等の使用距離が片道２キロメートル未満である

が自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である

職員　同条第２項第１号及び第２号に定める額（同項第１号に

規定する１箇月当たりの運賃等相当額（以下「１箇月当たりの

運賃等相当額」という。）及び同項第２号に定める額の合計額

が150 ,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単

位期間のうち最も長い支給単位期間につき、150 ,000円に当該

支給単位期間の月数を乗じて得た額）

⑵　条例第10条第１項第３号に掲げる職員のうち、運賃等相当額

をその支給単位期間の月数で除して得た額（交通機関等が２以

上ある場合においては、その合計額。以下「１箇月当たりの運

賃等相当額等」という。）が同条第２項第２号に定める額　　

以上である職員（前号に掲げる職員

を除く。）　同項第１号　　　に定める額

⑶　条例第10条第１項第３号に掲げる職員のうち、１箇月当たり

の運賃等相当額等が同条第２項第２号に定める額　　　　　　

未満である職員（第１号に掲げる職員を除
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く。）　同項第２号の規定による額

第11条　省略

（駐車施設等）

第11条の２　条例第10条第３項の人事委員会規則で定める施設等

は、次に掲げる要件を具備する施設等とする。

⑴　勤務公署の周辺又は第４条第１項の規定に基づき決定し、若

しくは改定する通勤手当の額の基礎となる通勤経路若しくはこ

れに準ずるものとして人事委員会が定める経路上にある交通機

関の駅、停留所等の周辺にある施設等であること。

⑵　その利用について職員の配偶者若しくは条例第８条第１項の

扶養親族に料金を支払うこととなる施設等又はこれに準ずるも

のとして人事委員会が定める施設等でないこと。

２　条例第10条第１項第２号又は第３号に掲げる職員が通勤のため

利用する自動車その他の原動機付の交通用具の駐車のための施設

等が前項に掲げる要件を具備しない場合であつて、当該施設等の

状況、当該職員の事情等により、同条第２項の規定による額に駐

車料金相当額を加算しないことが著しく不適当であると人事委員

会が認めるときは、前項の規定にかかわらず、人事委員会が別に

定める施設等を同条第３項の人事委員会規則で定める施設等とす

る。

（駐車料金相当額が加算されない職員）

第11条の３　条例第10条第３項の人事委員会規則で定める職員は、

第10条第１項第２号に掲げる職員とする。

（駐車料金相当額）

第11条の４　条例第10条第３項の人事委員会規則で定める額は、次

の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額（その額

が5,000円を超える場合にあつては、5,000円）とする。

⑴　一の駐車施設等を利用する場合　次のアからウまでに掲げる

場合の区分に応じ、それぞれアからウまでに定める額

ア　月を単位として駐車料金が定められている場合　当該駐車

料金の額

イ　駐車料金を定める期間（月又は年によつて定めた期間に限

る。）が２以上の月にわたる場合　当該駐車料金の額をその

わたる月の数で除して得た額（その額に１円未満の端数があ

るときは、その端数を切り捨てた額）

ウ　ア及びイに掲げる場合以外の場合　人事委員会が定める額

⑵　２以上の駐車施設等を利用する場合　それぞれの駐車施設等

について前号アからウまでに定める額を合計した額

（支給日等）

第12条　通勤手当は、支給単位期間（第４項に規定する通勤手当に

係るものを除く。）又は同項　　に定める期間（以下この条、第

14条第２項第２号及び第17条において「支給単位期間等」とい

う。）に係る最初の月の職員の給与の支給等に関する規則（愛媛

県人事委員会規則７―０）第２条に規定する給料の支給定日（以

下この条において「支給日」という。）に支給する。ただし、支

給日までに第３条の規定による届出に係る事実が確認できない等

のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支

給することができる。

２・３　省略

４　条例第10条第５項の人事委員会規則で定める通勤手当は、１箇

月当たりの運賃等相当額等（第10条第３号に掲げる職員に係るも

のを除く。）、条例第10条第２項第２号の規定による額（第10条

く。）　同項第２号に定める額　　

第11条　省略

（支給日等）

第12条　通勤手当は、支給単位期間（第４項に規定する通勤手当に

係るものを除く。）又は当該各号に定める期間（以下この条、第

14条第２項第２号及び第17条において「支給単位期間等」とい

う。）に係る最初の月の職員の給与の支給等に関する規則（愛媛

県人事委員会規則７―０）第２条に規定する給料の支給定日（以

下この条において「支給日」という。）に支給する。ただし、支

給日までに第３条の規定による届出に係る事実が確認できない等

のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支

給することができる。

２・３　省略

４　条例第10条第３項の人事委員会規則で定める通勤手当は、１箇

月当たりの運賃等相当額等（第10条第３号に掲げる職員に係るも

のを除く。）及び条例第10条第２項第２号に定める額　（第10条
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第２号に掲げる職員に係るものを除く。）及び駐車料金相当額の

合計額（以下「１箇月当たりの通勤手当算出基礎額」という。）

が150 ,000円を超えるときにおける通勤手当とし、条例第10条第

５項の人事委員会規則で定める期間は、その者の当該通勤手当に

係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。

（返納の事由及び額等）

第14条　条例第10条第６項の人事委員会規則で定める事由は、通勤

手当（１箇月の支給単位期間に係るものを除く。）を支給される

職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

⑴　省略

⑵　通勤経路、通勤方法若しくは駐車施設等を変更し、駐車施設

等の利用を開始し、若しくは終了し、又は通勤のため負担する

運賃等の額若しくは駐車料金に変更があつたことにより、通勤

手当の額が改定される場合

⑶・⑷　省略

２　条例第10条第６項の人事委員会規則で定める額は、次の各号に

掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

⑴・⑵　省略

３　条例第10条第６項の規定により職員に前項に定める額を返納さ

せる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支払命令代理者

と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支払命令代理

者が同一であるときは、人事委員会の定めるところにより当該給

与から当該額を差し引くことができる。

（支給単位期間）

第15条　条例第10条第７項に規定する人事委員会規則で定める期間

は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定め

る期間とする。

　⑴・⑵　省略

２　省略

第２号に掲げる職員に係るものを除く。） の

合計額（以下「１箇月当たりの通勤手当算出基礎額」という。）

が150 ,000円を超えるときにおける通勤手当とし、条例第10条第

３項の人事委員会規則で定める期間は、その者の当該通勤手当に

係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。

（返納の事由及び額等）

第14条　条例第10条第４項の人事委員会規則で定める事由は、通勤

手当（１箇月の支給単位期間に係るものを除く。）を支給される

職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

⑴　省略

⑵　通勤経路若しくは通勤方法を変更し、　　　　　　　　　　

又は通勤のため負担する

運賃等の額 に変更があつたことにより、通勤

手当の額が改定される場合

⑶・⑷　省略

２　条例第10条第４項の人事委員会規則で定める額は、次の各号に

掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

⑴・⑵　省略

３　条例第10条第４項の規定により職員に前項に定める額を返納さ

せる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支払命令代理者

と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支払命令代理

者が同一であるときは、人事委員会の定めるところにより当該給

与から当該額を差し引くことができる。

（支給単位期間）

第15条　条例第10条第５項に規定する人事委員会規則で定める期間

は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定め

る期間とする。

　⑴・⑵　省略

２　省略

　別記様式を次のように改める。
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６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 

1
1
 

1
2
 

(
 
 
箇
月

)
 

□
２
 
 

か
ら

(
 

 
 
 

)
 

ま
で
 

．
㎞
 

分
 
 

 
 

円
 
 

 

 
円
 

円
 

円
 

円
 

年
 

 
月
か
ら
 

年
 
 
月
ま
で
 

１
 
２

 
３

 
４

 
５

 
６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 

1
1
 

1
2
 

(
 
 
箇
月

)
 

改 正 

円
 

円
 

円
 

円
 

年
 

 
月
か
ら
 

年
 
 
月
ま
で
 

１
 
２

 
３

 
４

 
５

 
６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 

1
1
 

1
2
 

(
 
 
箇
月

)
 

□
３
 
 

か
ら

(
 

 
 
 

)
 

ま
で
 

．
㎞
 

分
 
 

 
 

円
 
 

 

 
円
 

円
 

円
 

円
 

年
 

 
月
か
ら
 

年
 
 
月
ま
で
 

１
 
２

 
３

 
４

 
５

 
６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 

1
1
 

1
2
 

(
 
 
箇
月

)
 

改 正 

円
 

円
 

円
 

円
 

年
 
 
月
か
ら
 

年
 
 
月
ま
で
 

１
 
２

 
３

 
４

 
５

 
６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 

1
1
 

1
2
 

(
 
 
箇
月

)
 

□
４
 
 

か
ら

(
 

 
 
 

)
 

ま
で
 

．
㎞
 

分
 
 

 
 

円
 
 

 

 
円
 

円
 

円
 

円
 

年
 

 
月
か
ら
 

年
 
 
月
ま
で
 

１
 
２

 
３

 
４

 
５

 
６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 

1
1
 

1
2
 

(
 
 
箇
月

)
 

改 正 

円
 

円
 

円
 

円
 

年
 
 
月
か
ら
 

年
 
 
月
ま
で
 

１
 
２

 
３

 
４

 
５

 
６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 

1
1
 

1
2
 

(
 
 
箇
月

)
 

□
５
 
 

か
ら

(
 

 
 
 

)
 

ま
で
 

．
㎞
 

分
 
 

 
 

円
 
 

 

 
円
 

円
 

円
 

円
 

年
 

 
月
か
ら
 

年
 
 
月
ま
で
 

１
 
２

 
３

 
４

 
５

 
６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 

1
1
 

1
2
 

(
 
 
箇
月

)
月
）
 

改 正 

円
 

円
 

円
 

円
 

年
 

 
月
か
ら
 

年
 
 
月
ま
で
 

１
 
２

 
３

 
４

 
５

 
６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 

1
1
 

1
2
 

(
 
 
箇
月

)
 

計
 

．
㎞

 
分
 
 

 
 

 
１
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
の
合
計
額
 

 
円
 
 

 
年
 
 
月

 
 
日
改
正
 

円
 

年
 
 
月

 
 
日
改
正
 

円
 

自
転
車
等
の
額
（
規
則
第
８
条
の
２
に
定
め
る
額
）
 

（
自
転
車
等
の
使
用
距
離

 
 
 

 
 
 
㎞
）
 

 
円
 

年
 

 
月
か
ら
 

年
 
 
月
ま
で
 

 
年
 
 
月

 
 
日
改
正
 

円
 

年
 

 
月
か
ら
 

年
 

 
月
ま
で
 

交
通
機
関
等
と
自
転
車
等
の
併
用
者
 

 
 
規
則
第

1
0
条
 
□
第
１
号

 
□
第
２
号

 
□
第
３
号
 

１
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
と
自
転
車
等
の
額
と
の
合
計
額
 

 
円
 
 

 
年
 
 
月

 
 
日
改
正
 

円
 

年
 
 
月

 
 
日
改
正
 

円
 

特
急
列
車
等
利
用
者
の
特
急
列
車
等
を
利
用
し
な
い
場
合
の
通
勤
の
経
路
及
び
方
法
等
 

順
路
 

通
勤
方
法
の
別
 

区
 
 
 
間
 

距
 
離
 

所
要
時
間
 

１
 

 
住
居
 

か
ら
（
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
経
由
）
 

ま
で
 

 
 

 
．

 
㎞
 

分
 

２
 

 
 
か
ら
（
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
）
 

ま
で
 

 
 

 
．

 
㎞
 

分
 

３
 

 
 
か
ら
（
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
）
 

ま
で
 

 
 

 
．

 
㎞
 

分
 

４
 

 
 
か
ら
（
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
）
 

ま
で
 

 
 

 
．

 
㎞
 

分
 

５
 

 
 
か
ら
（
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
）
 

ま
で
 

 
 

 
．

 
㎞
 

分
 

計
 

 
 

 
．

 
㎞
 

分
 

往
路
と
帰
路
と
が
異
な
る
場
合
の
理
由
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1
0
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1
2
 

（
裏
）
 

駐
車
施
設
等
利
用
者
 

利
用
す
る

 
駐車
施設
等 

算
出
の
基
礎
と
な
る
駐
車
施
設
等

 
１
箇
月
当
た
り
の
 

駐
車
料
金
相
当
額
 

備
考
（
駐
車
料
金
相
当
額
の
算
出
基
礎
等
）
 

駐
車
施
設
等
の

 
利

用
形

態
 
駐

車
料

金
 

１
 

 
 

 
 

２
 

 
 

 
 

３
 

 
 

 
 

１
箇
月
当
た
り
の
駐
車
料
金
相
当
額
の
合
計
額

 
 

 

加
算
さ
れ
る
駐
車
料
金
相
当
額
（
上
限

5
,
0
0
0
円
）

 
 

駐
車
料
金
相
当
額
が
 

加
算
さ
れ
る
期
間
 

年
 
月
か
ら
 

年
 
月
ま
で
 
決

定
事

項
 

(
加
算
額
の
決
定

) 
規
則
第
1
1
条
の
４
 
□
第
１
号
ア

 
□
第
１
号
イ
 
□
第
１
号
ウ
 
□
第
２
号
 

１
箇
月
当
た
り
の
運
賃
等
相
当
額
等
の
合
計
額
、
自
転

車
等
の
額
及
び
駐
車
料
金
相
当
額
の
合
計
額
が

1
5
0
,
0
0
0
円
を
超
え
る
と
き
。
 

1
5
0
,
0
0
0
円
 

×
 
［

 
 
 

 
箇
月
］

 
＝

 
 

 
円
 
認

 
定

 
期

 
間

 
支

給
月
 

（
支
給
月
に
○
印
を
付
す
る
。
）
 

（
毎
月
の
場
合
は
、
省
略
可
）
 

年
 
月
か
ら

 
 

 
年

 
月
ま
で

 
１

 
２

 
３
 
４

 
５

 
６
 

７
 
８

 
９

 
1
0
 

1
1
 

1
2
 

 
 

４
月
 

５
月
 

６
月
 

７
月
 

８
月
 

９
月
 

1
0
月
 

1
1
月
 

1
2
月
 

１
月
 

２
月
 

３
月
 

確
認
・
決
定
（
改
定
）
欄
 

支
給

額
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

 
 

 
 
年

 
 
月

 
 
日
 

職
名

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
氏
名

 
 

 
 
 
 
 

 
□印
 

 
 
 
年

 
月
 
日
改
正
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

 
 

 
 
年

 
 
月

 
 
日
 

職
名

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
氏
名

 
 

 
 
 
 
 

 
□印
 

年
 
月
 
日
改
正
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

 
 

 
 
年

 
 
月

 
 
日
 

職
名

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
氏
名

 
 

 
 
 
 
 

 
□印
 

決  定  事  項 

□
 
該
当
（
□
規
則
第
５
条
）
 

 
 
□
 
条
例
第

1
0
条
第
１
項
第
１
号
 

 
 
□
 
条
例
第

1
0
条
第
１
項
第
２
号
（
□
条
例
第

1
0
条
第
３
項
）

 

 
 
 
 
□
 
規
則
第
９
条
（
通
勤
所
要
回
数

 
 
回
）
 

 
 
□
 
条
例
第

1
0
条
第
１
項
第
３
号
（
□
条
例
第

1
0
条
第
３
項
）

 

 
 
 
 
□
 
規
則
第
９
条
（
通
勤
所
要
回
数

 
 
回
）
 

 
 
 
 
□
 
規
則
第

1
0
条
 

 
 
 
 

 
 
□
第
１
号

 
□
第
２
号

 
□
第
３
号

 

□
非
該
当

 
理
由
 

 
返
 
納
 
事

 
由
 

規
則
第

1
4
条
第
１
項
 

返
納
事
由

発
生
年
月
 
返
納
対
象
交
通
機
関
等
 
払
戻
金
相
当
額
 

 
備

 
 

 
考
 

算
出
基
礎
 

 

１
 
□
第
１
号

 
□
第
２
号
 

□
第
３
号

 
□
第
４
号
 

 
 

 
円
 

２
 
□
第
１
号

 
□
第
２
号
 

□
第
３
号

 
□
第
４
号
 

 
 

 
円
 

３
 
□
第
１
号

 
□
第
２
号
 

□
第
３
号

 
□
第
４
号
 

 
 

 
円
 

区
 
 
 
分
 

４
月
 

５
月
 

６
月
 

７
月
 

８
月
 

９
月
 

1
0
月
 

1
1
月
 

1
2
月
 

１
月
 

２
月
 

３
月
 

 

担 当 者 確 認 

年
度
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

年
度
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

年
度
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

年
度
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

注
１

 
届
出
に
当
た
つ
て
は
、
太
枠
の
線
内
だ
け
記
入
す
る
こ
と
。
 

２
 
□
の
あ
る
欄
は
、
該
当
す
る
□
の
中
に
レ
印
を
付
す
る
こ
と
。
 

３
 
「
通
勤
方
法
の
別
」
欄
に
は
、
通
勤
の
順
路
に
従
い
、
徒
歩
、
自
転
車
、
電
車
○
○
線
、
特
急
列
車
○
○
線
等
の
別
を
記
入
す
る
こ
と
。
 

４
 
「
乗
車
券
等
の
種
類
」
欄
に
は
、
定
期
券
（
１
年
）
、
定
期
券
（
６
箇
月
）
、

1
1
枚
つ
づ
り
回
数
券
、
優
待
乗
車
券
等
の
別
を
記
入
す
る
こ
と
。
 

５
 
「
乗
車
券
等
の
額
」
欄
に
は
、
定
期
券
の
価
額
、

1
1
枚
つ
づ
り
回
数
券
の
額
等
乗
車
券
等
に
応
ず
る
額
を
記
入
す
る
こ
と
。
 

６
 
「
駐
車
施
設
等
の
所
在
地
」
欄
に
は
、
通
勤
に
利
用
す
る
駐
車
施
設
等
の
所
在
地
（
○
市
○
丁
目
○
番
○
号
等
）
を
記
入
す
る
こ
と
。
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2
 

７
 
「
駐
車
料
金
」
欄
に
は
、
実
際
に
負
担
す
る
額
（
駐
車
の
都
度
そ
の
料
金
を
支
払
う
場
合
等
の
場
合
は
１
回
の
利
用
額
）
を
記
入
す
る
こ
と
。

 

８
 
「
駐
車
施
設
等
の
利
用
形
態
」
欄
に
は
、
１
月
払
い
、
複
数
月
払
い
（
〇
箇
月
）
、
１
回
払
い
、
回
数
券
（
○
枚
綴
り
○
円
）
等
の
別
を
記
入
す
る
こ

と
。

 

９
 
略
図
（
通
勤
経
路
を
朱
線
で
記
入
し
、
特
急
列
車
等
を
利
用
し
た
場
合
の
通
勤
経
路
が
こ
れ
を
利
用
し
な
い
場
合
と
異
な
る
と
き
に
は
、
こ
れ
を
利
用

し
な
い
場
合
の
通
勤
経
路
を
青
色
の
線
で
併
せ
て
記
入
し
た
も
の
）
を
添
付
す
る
こ
と
。

 

1
0
 
運
賃
等
の
額
に
改
定
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
「
認
定
期
間
」
の
「

 
年

 
月
ま
で
」
は
、
改
定
が
あ
つ
た
月
（
定
期
券
の
通
用
期
間
中
で
あ
る
と
き

は
、
支
給
単
位
期
間
等
に
係
る
最
後
の
月
）
を
記
入
す
る
こ
と
。
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附　則

　（施行期日）
１　この規則は、令和８年４月１日から施行する。
　（経過措置）
２　この規則の施行の日（以下「施行日」という。）前から駐車施設等（職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（令和７年愛媛
県条例第40号）第２条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第10条第３項に規定する駐車施設等をいう。）を利用している職員
であって、引き続き当該駐車施設等を利用することにより施行日において同項の職員たる要件を具備するに至った者は、改正後の職員の
通勤手当の支給等に関する規則（以下「新規則」という。）第３条の規定の例により、その実情を届け出なければならない。
３　この規則施行の際現に提出されている改正前の職員の通勤手当の支給等に関する規則別記様式の規定による通勤届兼通勤手当認定・確
認簿は、新規則別記様式の規定による通勤届兼通勤手当認定・確認簿とみなす。

県 議 会 告 示

○愛媛県議会告示第１号

　愛媛県議会会議規則（昭和30年３月愛媛県議会告示第１号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。
　　令和８年３月31日
� 愛媛県議会議長　松　尾　和　久　　　　　
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

　（欠席届及び退席届）

第85条　省略

２　前項の規定にかかわらず、議員が出産のため議会に出席するこ

とができないときは、当該出産の予定日の８週間（多胎妊娠の場

合にあつては、14週間）前の日から当該出産の予定日（議員が出

産したときは、当該出産の日）後８週間を経過する日までの範囲

内で、出席することができない期間を明らかにして、あらかじめ

議長に届け出ることができる。

３　省略

　（欠席届及び退席届）

第85条　省略

２　前項の規定にかかわらず、議員が出産のため議会に出席するこ

とができないときは、当該出産の予定日の６週間（多胎妊娠の場

合にあつては、14週間）前の日から当該出産の予定日（議員が出

産したときは、当該出産の日）後８週間を経過する日までの範囲

内で、出席することができない期間を明らかにして、あらかじめ

議長に届け出ることができる。

３　省略

○愛媛県議会告示第２号

　愛媛県議会の保有する個人情報の保護に関する条例施行規程（令和５年３月28日議会告示第２号）の一部を次のように改正し、令和８年
４月１日から施行する。ただし、第３条第５号の改正規定は同年６月14日から施行する。
　　令和８年３月31日
� 愛媛県議会議長　松　尾　和　久　　　　　
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

　（個人識別符号）

第３条　条例第２条第２項の議長が定める文字、番号、記号その他の

符号は、次に掲げるものとする。

⑴～⑷　省略

⑸　出入国管理及び難民認定法（昭和26年政令第319号）第２条第�

５号に規定する旅券（日本国政府の発行したものを除く。）の番�

号及び同法第19条の４第１項第４号の在留カードの番号

⑹～⒂　省略

⒃　介護保険法（平成９年法律第123号）第201条の２第１項に規定�

する被保険者番号等

⒄　省略

　（個人識別符号）

第３条　条例第２条第２項の議長が定める文字、番号、記号その他の

符号は、次に掲げるものとする。

⑴～⑷　省略

⑸　出入国管理及び難民認定法（昭和26年政令第319号）第２条第�

５号に規定する旅券（日本国政府の発行したものを除く。）の番�

号及び同法第19条の４第１項第５号の在留カードの番号

⑹～⒂　省略

⒃　介護保険法（平成９年法律第123号）第12条第３項の被保険者�

証の番号及び保険者番号

⒄　省略
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公営企業管理規程

○愛媛県公営企業管理規程第１号

　愛媛県立病院料金規程の一部を改正する管理規程を次のように定める。
　　令和８年３月31日
� 愛媛県公営企業管理者　東　野　政　隆　　　　　

愛媛県立病院料金規程の一部を改正する管理規程

　愛媛県立病院料金規程（昭和46年愛媛県公営企業管理規程第11号）の一部を次のように改正する。
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

別表第１（第２条関係）

名　称 区　　　分 単　位 金　額 備考

普通診断書 １部 2,640円

死亡診断書 １部 4,070円

恩給診断書

１部 5,720円
診断書 各種年金診断書

料 生命保険診断書

特殊診断書

死体（胎）

検案書

病死 １部 7,370円

省略

普通証明書 省略

出産証明書 １部 2,200円

死産証明書

診療費納付証明書 １部 1,760円

文書料
診療明細書（再発行

の場合に限る。）
１部 910円

自動車損害賠償保障
法（昭和30年法律第
97号）に基づく明細
書

１部 5,170円

省略

脳ドッ

ク

人間ドックと併せて

受けない場合
１回 37,620円

省略

骨塩量

検査料

人間ドックと併せて

受けない場合
１回 9,790円

省略

乳がん

検診料

人間ドックと併せて

受けない場合
１回 12,760円

省略

省略

母体血

出生前

遺伝学

的検査

料

１回 160 ,600円

別表第１（第２条関係）

名　称 区　　　分 単　位 金　額 備考

普通診断書 １部 2,530円

死亡診断書 １部 3,960円

恩給診断書

１部 5,610円
診断書 各種年金診断書

料 生命保険診断書

特殊診断書

死体（胎）

検案書

病死 １部 7,260円

省略

普通証明書 省略

出産証明書 １部 2,090円

死産証明書

診療費納付証明書 １部 1,650円

文書料
診療明細書（再発行

の場合に限る。）
１部 880円

自動車損害賠償保障
法（昭和30年法律第
97号）に基づく明細
書

１部 4,950円

省略

脳ドッ

ク

人間ドックと併せて

受けない場合
１回 37,510円

省略

骨塩量

検査料

人間ドックと併せて

受けない場合
１回 9,680円

省略

乳がん

検診料

人間ドックと併せて

受けない場合
１回 12,650円

省略

省略

母体血

出生前

遺伝学

的検査

料

１回 159 ,560円

改 正 後 改 正 前
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母体血
出生前
遺伝学
的検査
カウン
セリン
グ料

１回 5,610円

省略

分娩
べん

介

助料

診療日の午前８時30
分以降午後５時15分
以前（以下「診療時
間」という。）に分
娩
べん

した場合

１件 236 ,000円

診療時間外に分娩
べん

し

た場合
１件 269 ,000円

省略

人工妊

娠中絶

料

妊娠満12週未満 １件 70,400円 省略

妊娠満12週以上満16

週未満
１件 134 ,200円

妊娠満16週以上満22

週未満
１件 139 ,700円

避妊器

具挿入

料

１件 46,200円

省略

避妊器

具除去

料

１件 10,560円

省略

省略

新生児

介補料

助産に係る資産の譲

渡等に該当するもの

に係るもの

１日 8,800円

上記以外のもの １日 9,680円

省略

乳房マ�

ッサー

ジ料

１回 2,600円

省略

巻 爪

（陥入

爪）矯

正料

省略

再診 １回 3,080円

省略

セカン

ドオピ

ニオン

外来料

１回 12,100円

面談料 １回 6,270円

省略

病衣提

供料
１回 2,420円

母体血
出生前
遺伝学
的検査
カウン
セリン
グ料

１回 5,500円

省略

分娩
べん

介

助料

診療日の午前８時30
分以降午後５時15分
以前（以下「診療時
間」という。）に分
娩
べん

した場合

１件 230 ,000円

診療時間外に分娩
べん

し

た場合
１件 262 ,500円

省略

人工妊

娠中絶

料

妊娠満12週未満 １件 68,200円 省略

妊娠満12週以上満16

週未満
１件 130 ,900円

妊娠満16週以上満22

週未満
１件 135 ,300円

避妊器

具挿入

料

１件 45,100円

省略

避妊器

具除去

料

１件 10,340円

省略

省略

新生児

介補料

助産に係る資産の譲

渡等に該当するもの

に係るもの

１日 8,500円

上記以外のもの １日 9,350円

省略

乳房マ�

ッサー

ジ料

１回 2,500円

省略

巻 爪

（陥入

爪）矯

正料

省略

再診 １回 3,030円

省略

セカン

ドオピ

ニオン

外来料

１回 5,940円

面談料 １回 5,500円

省略

病衣提

供料
１回 2,310円
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省略

食事提

供料

入院中の患者以外の

患者及び入院中の患

者 の 付 添 人 に 対 し

て、人工透析実施時

間中等に食事を提供

した場合

１食 710円

省略

在宅患

者訪問

自動車

使用料

走行距

離１キ

ロメー

トルま

でごと

につき

37円

　注　省略

別表第３（第２条関係）

名称 病院名 区　分

１日１病床の金額

助産に係る資

産の譲渡等に

該当するもの

に係るもの

左記以外のも

の

室料

差額

愛媛県立中

央病院

特別室 24,000円 26,400円

個室 9,500円 10,450円

愛媛県立今

治病院

特別室（Ａ） 13,000円 14,300円

特別室（Ｂ） 8,500円 9,350円

個室（Ａ） 7,500円 8,250円

個室（Ｂ１） 6,500円 7,150円

個室（Ｂ２） 3,900円 4,290円

２人室（Ａ） 2,300円 2,530円

２人室（Ｂ） 1,800円 1,980円

愛媛県立南

宇和病院

特別室 8,000円 8,800円

個室（Ａ） 5,400円 5,940円

個室（Ｂ） 3,900円 4,290円

愛媛県立新

居浜病院

個室（Ａ） 7,200円 7,920円

個室（Ｂ） 6,700円 7,370円

省略

食事提

供料

入院中の患者以外の

患者及び入院中の患

者 の 付 添 人 に 対 し

て、人工透析実施時

間中等に食事を提供

した場合

１食 690円

省略

在宅患

者訪問

自動車

使用料

走行距

離１キ

ロメー

トルま

でごと

につき

20円

　注　省略

別表第３（第２条関係）

名称 病院名 区　分

１日１病床の金額

助産に係る資

産の譲渡等に

該当するもの

に係るもの

左記以外のも

の

室料

差額

愛媛県立中

央病院

特別室 23,150円 25,460円

個室 9,260円 10,180円

愛媛県立今

治病院

特別室（Ａ） 12,280円 13,500円

特別室（Ｂ） 8,280円 9,100円

個室（Ａ） 7,280円 8,000円

個室（Ｂ１） 6,280円 6,900円

個室（Ｂ２） 3,780円 4,150円

２人室（Ａ） 2,280円 2,500円

２人室（Ｂ） 1,780円 1,950円

愛媛県立南

宇和病院

特別室 7,780円 8,550円

個室（Ａ） 5,280円 5,800円

個室（Ｂ） 3,780円 4,150円

２人室 1,780円 1,950円

愛媛県立新

居浜病院

個室（Ａ） 7,000円 7,700円

個室（Ｂ） 6,500円 7,150円

附　則

　（施行期日）
１　この管理規程は、令和８年４月１日から施行する。
　（経過措置）
２　改正後の愛媛県立病院料金規程別表第１診断書料の項及び文書料の項の規定は、この管理規程の施行の日以後の診断書及び文書の交付
の申出に係る料金について適用し、同日前の診断書及び文書の交付の申出に係る料金については、なお従前の例による。
３　改正後の愛媛県立病院料金規程別表第３の規定は、この管理規程の施行の日以後の病床の使用に係る室料差額について適用し、同日前
の病床の使用に係る室料差額については、なお従前の例による。


